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1. 基本的な考え方
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子供のより主体的な社会参画に関わる教育の改善
 民主的かつ公正な社会の基盤としての機能を学校が果たしていく上で、子供の社会参画や意見表明の一層の具現化が求

められる中、学級や学校という身近な社会の形成に当事者として参画し、対話や協働を通じて改善することにより、主体的・
実践的に社会参画する力を育むことができるよう、特別活動を中核として見直しを図ることが重要

 これらは全く新しい事柄ではなく、これまでの特別活動が目指してきたものと優れた実践の延長にあり、現行要領下でも実施
可能なことである。既に全国各地に多様な好事例が生まれており、改訂と並行して優れた取組の普及を推進することが重要

学級内の多様性を前提に、
共生社会の実現に向けた
納得解を形成しようとするこ
との重要性を明確化

自分の意見の根拠を持った
説明、一方的な意見の
主張に止まらない対話を
含む、「協働的な学び」を
一層重視

学校運営の評価・改善プロセスに子供が関わることを促進

教育振興基本計画等の策定を
はじめとする地方公共団体の議
論において、子供の意見表明
の機会を設ける等、学校を超え
た子供の社会参画を促進

教師の適切な指導のもと、校則
など学校のルール設定をはじめと
する学校運営に発達段階に
応じて子供が関わる仕組み
を明確化

子供の社会参画や意見
表明の推進を議題としたり、
子供自身が学校運営協議会
に参画するなどしたりして、
社会参画を促進。

各行事の特質や教師の過度な負
担を生じさせない観点を
踏まえつつ、子供たちが創造す
る活動であることを明確化

②学校行事
（文化的行事、

集団宿泊的
行事等）

各 教 科 等

学級・ホームルーム

学校全体
①児童会・生徒会活動

（委員会活動を含む）

③学級・ホームルーム活動

特別活動

④地域社会を含めた参画・改善の仕組
教育

委員会等
学校運営
協議会 学校評価

論点整理より作成

4



転換する世界の教育モデル

＊非認知的領域、教科以外の領域は「とらえどころがない」「数値化できない」⇒

「うさんくさい」＋学校が干渉すべき領域でない（家庭とか地域とかの領域）
＊脱宗教、脱共同体、理性と合理的な個人、科学、資本主義・・・を目指した近代西欧の論理からすると、日本の特別活動を支える論理の多く、
認知とそれ以外が未分化、「望ましい」とされる人間形成の方向性を学校教育が目指す・・・等は前近代的、おくれたものに見えてきた
⇒今、この近代西欧的論理が行き詰まりが見えている⇒修正・代替モデルの必要性

＊経済格差の拡大、社会の分断、暴力、規範規律の崩壊、感情の統制ができない、個人主義的行動の行き過ぎ等の行き詰まりが議論される中で、
非認知的な能力の大切さ、IQだけでなく感情面の育成、社会性の大切さ、子ども全体を育てる大切さ（whole child, total child, holistic, 
humanistic, etc.)、コロナ禍が拍車をかけた対人関係の場としての学校等が各国で唱えられるようになっている。

＊共感を重視し、話し合いによる理解に基づく協働的な日本の行動原理、教育が再評価。人間形成的、価値教育的な色彩が強い特別活動、
Tokkatsuが注目されている（Tokkatsuの名称が使われているかは別）。

恒吉僚子「国際的に見た日本の教育の強さと弱さ」恒吉僚子・額賀美紗子編『新グローバル時代に挑む日本の教育：多文化社会を考える比較教育学の視座』東京大学出版会、pp.133—149.

日本の特別活動はTokkatsuとして今、国際的に注目されつつある。非認知的能力を再評価し、子ども全体を
育てよう（認知的能力だけでなく）という国際的潮流に沿っている。しかし、一時代前、それは逆であった。

令 和 ７ 年 1 0 月 2 0 日
第 １ 回 特 別 活 動 W G
恒 吉 主 査 ご 発 表 資 料
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こども基本法 関連部分抜粋
（基本理念）

第３条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることが

ないようにすること。
二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成

長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法（
平成十八年法律第百二十号）の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明
する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考
慮されること。

五・六 （略）

教育基本法 関連部分抜粋
（教育の目的）

第１条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身
ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

（教育の目標）
第２条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるもの

とする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を

養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活

との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成

に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
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【社会の現状や変化】
・新型コロナウイルス感染症の拡大 ・ロシアのウクライナ侵略による国際情勢の不安定化 ・VUCAの時代（変動性、不確実性、複雑性、曖昧性） ・少子化・人口減少や高齢化
・グローバル化・地球規模課題 ・DXの進展、AI・ロボット・グリーン（脱炭素） ・共生社会・社会的包摂  ・精神的豊かさの重視（ウェルビーイング） ・18歳成年・こども基本法 等

教育の普遍的な使命：学制150年、教育基本法の理念・目的・目標（不易）の実現のための、社会や時代の変化への対応（流行）
教育振興基本計画は予測困難な時代における教育の方向性を示す羅針盤となるものであり、教育は社会を牽引する駆動力の中核を担う営み

今後の教育政策に関する基本的な方針

・（初等中等教育）国際的に高い学力水準の維持、GIGAスクール構想、教職員定数改善
・（高等教育）教学マネジメントや質保証システムの確立、連携・統合のための体制整備
・（学校段階横断）教育費負担軽減による進学率向上、教育研究環境整備や耐震化 等

第3期計画期間中の成果
・コロナ禍でのグローバルな交流や体験活動の停滞 ・不登校・いじめ重大事態等の増加
・学校の長時間勤務や教師不足 ・地域の教育力の低下、家庭を取り巻く環境の変化
・高度専門人材の不足や労働生産性の低迷 ・博士課程進学率の低さ 等

第3期計画期間中の課題

第４期教育振興基本計画 【概要】 （令和５年度～９年度）
我が国の教育をめぐる現状・課題・展望

2040年以降の社会を見据えた持続可能な社会の創り手の育成 日本社会に根差したウェルビーイング（※）の向上

②誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す
共生社会の実現に向けた教育の推進 ③地域や家庭で共に学び支え合う社会

の実現に向けた教育の推進

④教育デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進

⑤計画の実効性確保のための基盤整備・対話

①グローバル化する社会の持続的な
発展に向けて学び続ける人材の育成

・将来の予測が困難な時代において、未来に向けて自らが社会の創り手となり、
課題解決などを通じて、持続可能な社会を維持・発展させていく
・社会課題の解決を、経済成長と結び付けてイノベーションにつなげる取組や、一人
一人の生産性向上等による、活力ある社会の実現に向けて「人への投資」が必要
・Society5.0で活躍する、主体性、リーダーシップ、創造力、課題発見・解決力、
論理的思考力、表現力、チームワークなどを備えた人材の育成

・多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、地域や社会が
幸せや豊かさを感じられるものとなるための教育の在り方

・幸福感、学校や地域でのつながり、利他性、協働性、自己肯定感、自己
実現等が含まれ、協調的幸福と獲得的幸福のバランスを重視

・日本発の調和と協調（Balance and Harmony）に基づくウェルビーイン
グを発信

・子供が抱える困難が多様化・複雑化する中で、 個別最適・
協働的学びの一体的充実やインクルーシブ教育システムの推
進による多様な教育ニーズへの対応

・支援を必要とする子供の長所・強みに着目する視点の重視
、地域社会の国際化への対応、多様性、公平・公正、包摂
性（DE&I）ある共生社会の実現に向けた教育を推進

・ICT等の活用による学び・交流機会、アクセシビリティの向上

・持続的な地域コミュニティの基盤形成に向けて、公民
館等の社会教育施設の機能強化や社会教育人材の
養成と活躍機会の拡充

・コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進、
家庭教育支援の充実による学校・家庭・地域の連携強化

・生涯学習を通じた自己実現、地域や社会への貢献等
により、当事者として地域社会の担い手となる

教育データの標準化、基盤的ツール
の開発・活用、教育データの分析・
利活用の推進

DXに至る３段階（電子化→最適化→新たな価
値(DX)）において、第３段階を見据えた、第１
段階から第２段階への移行の着実な推進

GIGAスクール構想、情報活用能力の育成、
校務DXを通じた働き方改革、教師のICT活用
指導力の向上等、 DX人材の育成等を推進

デジタルの活用と併せてリアル
（対面）活動も不可欠、学習
場面等に応じた最適な組合せ

学校における働き方改革、処遇改善、指導・運営体制の充実の
一体的推進、ICT環境の整備、 経済状況等によらない学び確保

各関係団体・関係者（子供を含む）との対話を
通じた計画の策定等

NPO・企業等多様な担い手との連携・協働、安全・安心で
質の高い教育研究環境等の整備、児童生徒等の安全確保

※身体的・精神的・社会的に良い状態にあること。短期的な幸福のみならず、生きがいや人生
の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。

計画のコンセプト

人生100年時代に複線化する生涯にわたって学び続ける学習者

・主体的に社会の形成に参画、持続的社会の発展に寄与
・「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善、大
学教育の質保証
・探究・STEAM教育、文理横断・文理融合教育等を推進
・グローバル化の中で留学等国際交流や大学等国際化、外
国語教育の充実、SDGsの実現に貢献するESD等を推進

・リカレント教育を通じた高度人材育成

令和5年6月16日 閣議決定
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特別活動の特質と関わる国際的枠組みでの議論について
（ OECD “Attitudes and Values for 2030”）

O
ECD

に
お
け
る
議
論

私たちの望む未来(the future we want)：
個人・社会・環境のウェルビーイング(individual, societal and environmental well-being)

エージェンシー（Agency）の発揮
変革を起こすために目標を設定し、振り返りながら責任ある行動をとる力

コンピテンシー（Competencies）
獲得した知識・スキルを動員・統合し、責任ある行動に結びつける力

態度（Attitudes）
価値および信念に支えられたもの。行動に影響を与える。

価値（Values）
人々が私的領域および公共的領域におけるあらゆる意思決定において、

何を重要とみなすかを支える指針となる原理。

知識（Knowledge）・スキル（Skills）

獲得・活用の動機付け

個人的価値
（Personal values）
個人としての自己に関わり、
どのように意味ある人生を定
義し、目標を達成しようとす
るかに関わる。

社会的価値
（Social values）

対人関係の質に影響を与える原則や
信念・他者に対してどのように行動し、
また対人関係をどのように管理するかを
含む。社会的幸福（コミュニティや社
会がどのように効果的に機能するか）
についての文化的前提を反映する。

社会的・制度的価値
（Societal values）

文化や社会が重視する優先事項、社
会秩序および制度的生活を形成する
共通の原理や指針。これらの価値は、
社会的・制度的構造、文書、民主的
実践の中に組み込まれ、公的世論に
よって支持されるときに持続する。

人類的価値
（Human values）

社会的価値と多くの点で共通してい
るが、国や文化を超越するものとして
定義される。人類の幸福に関わる価
値であり、精神的伝統や先住民の
知恵など、世代を超えて受け継がれ
てきたものに見出される。

（出所）OECD Future of Education and Skills 2030 Conceptual learning framework ATTITUDES AND VALUES FOR 20308



OECDにおける「態度や諸価値・非認知的能力」の位置づけ

※：OECD Future of Education and Skills 2030プロジェクトにおいて作成された、教育の未来に向けての望ましい未来像を描いた、進化し続ける学習の枠組みを指す

• OECDのラーニング・コンパス※では、自分の人生と周りの世界に対して良い影響を与えることのできる能力等である「生徒エージェン
シー」と、それを社会的な文脈の中で学び、育み、発揮する「共同エージェンシー」を中心的な概念として示す

• これらのエージェンシーを発揮し、自らの可能性を発揮できる方向に進むためには、「カリキュラム全体を通して学習するために必要と
なる基礎的な知識、スキル、態度及び価値」といったコンピテンシー育成のための中核的な基盤や、「より良い未来の創造に向けた
変革を起こすコンピテンシー」を備える必要があるとされている

生徒エージェンシー

共同エージェンシー

社会的な文脈の中でエージェンシーを
学び、育み、発揮すること

より良い未来の創造に向けた
変革を起こすコンピテンシー

複雑性や不確実性に適応し
より良い未来を創造できるよう

にするためのコンピテンシー

Co-agency

自分の人生と周りの世界に対して
良い影響を与えることのできる能力、

意思、信念

Student agency

Transformative
competencies

価値

態度

Values

Attitudes

知識
Knowledge

スキル
Skills

行動

振り返り

見通し

ラーニングコンパスの
中心的な概念

コンピテンシー育成
のための

中核的な基盤

より良い未来の創造に向けた
変革を起こすコンピテンシー
育成のための反復的な

学習サイクル

Action

Reflection

Anticipation

・新たな価値を創造する力
・対立やジレンマに対処する力
・責任ある行動をとる力

参 照 ： 令 和 7 年 9 月 2 5 日
教 育 課 程 企 画 特 別 部 会
論点整理 参考資料 p .39
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子供の社会参画に関するハートの梯子モデル

よ
り
高
い
レ
ベ
ル
で
の
参
画

見
せ
か
け
の
参
画

８ 生徒主導
大人とのパートナーシップの下での意思決定。

７ 生徒主導
生徒が主導し、自らの方向性を決めている。

６ 大人主導
大人が主導するが生徒も意思決定にかかわっている。

５ 相談・情報共有
大人が意思決定するが、生徒も必要な相談を受けたり情報を与えたりしている。

４ 付与・情報共有
大人が生徒に対して仕事を割り当てる。ただし、生徒がプロジェクトに対してどのよう
に、また、なぜかかわっているのかについては、情報が与えられている。

３ 見せかけの参画
自分たちの活動について、生徒は全くあるいはほとんど影響を与えることができない。

２ 装飾
大人が主導して実行することを、生徒が助ける。

１ 操作
大人が自らのプロジェクトをサポートするために生徒を利用し、あたかも生徒の
発案であるかのように見せかけている。

（出典）Hart（1992）、OECD（2019）をもとに作成

［9.25 論点整理 参考資料集 p.307］
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１８歳の当事者意識は改善傾向だが、低水準 【出典】日本財団

「１８歳意識調査」

2022 日本 韓国 イギリス アメリカ インド 中国

50.5%
34.2%

67.3%
79.8%

62.6% 66.3%
74.9%

②政治や選挙、社会問題について家族や友人
と議論することがある

日本 諸外国

2022 日本 韓国 イギリス インド アメリカ 中国

42.1%
53.5%

73.9%
82.7%

64.6% 68.0%
75.6% 上昇

2019 2022 日本 イギリス 韓国 アメリカ インド 中国

18.3%

45.8%
26.9%

65.6%
83.7%

56.1% 60.8%
80.6%

約２.５倍

③自分の行動で国や社会を変えられると思う

2019 2022 日本 韓国 イギリス アメリカ 中国 インド

④将来の夢を持っている

60.1% 60.1%59.6%

84.7% 88.4%
73.5%

82.0% 88.2%
横ばい

2024 2024

2024

日本 諸外国 日本 諸外国

日本 諸外国

上昇

2024

①政治や選挙、社会問題について、自分の考
えを持っている
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10代、20代は投票率は約３割。若者の投票率は低い。

46.78

32.28
10歳代：35.3％

47.42

33.35

25.15

35.81 34.35 34.33
36.03 36.17

33.37 35.6
30.96

20歳代：33.4％

75.4 

62.0 

54.7 

69.0 67.3 66.5 
69.4 

67.8 

61.8 63.3 

55.4 57.3 

79.89

69.87

64.86

75.24 75.05 74.21
76.15 75.93

67.56 70.07

63.58 65.69
65.02

50.72

44.52

58.84

56.44 56.57
58.64 57.92 52.61 54.7

48.8

全体：52.0％

20

30

40

50

60

70

80

H元 H4 H7 H10 H13 H16 H19 H22 H25 H28 R1 R4

参議院議員通常選挙における年代別投票率（抽出）の推移

10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 全体

【出展】総務省HP選挙結果資料より引用若者の投票率
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家庭や学校、地域において「ルール決めに関わった経験がある」
場合、「普段から投票に行っている」と回答する割合が高い

「普段から選
挙に行っている
（投票してい
る）」への回答

（出典）第一生命経済研究所 LIFE DESIGN REPORT (2025.6)

70.0％ 72.1％72.3％

30.0％ 27.7％ 27.9％
あ
て
は
ま
る

あ
て
は
ま
ら
な
い

あ
て
は
ま
ら
な
い

あ
て
は
ま
ら
な
い

あ
て
は
ま
る

あ
て
は
ま
る

子どもの頃、お小遣いの
金額や家事の分担など、
家庭のルール決めに関わ
ったことがある。

子どもの頃、生徒会活動
や校則の見直しなど、学
校のルール決めに関わっ
たことがある。

ゴミ出しの場所や見回り
当番など、地域のルール
決めに関わったことがある。
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主権者教育の実施状況（高校）

○出典：令和４年度主権者教育（政治的教養の教育）実施状況調査（抽出調査）について（文部科学省）

0.1
64.9

3.5
0.5
1.6
4.6

29.4
％

その他

連携していない

関係団体・NPO等と連携

大学と連携

議会事務局と連携

地方公共団体と連携

選挙管理委員会と連携

10.2

38.2

29.3

76.1

その他

模擬選挙等実践的な学

習活動

現実の政治的事象につ

いての話し合い活動

公職選挙法や選挙の具

体的な仕組み

（単位：％）

実施した学習活動 連携した機関
※令和４年度第１学年の生徒へ主権者教育を実施した高校の実施内容等

※全国の国公私立高等学校（定時性・通信制、特別支援学校高等部等含む）のうち1,629校を対象
（有効回答数 1,306校 回収率 80.2％）
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出典：第4回特別活動WG（2025/2/16）高知県立嶺北高校発表資料より抜粋

ICTの活用により合意形成も多様に行うことが可能となっている。
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校則等の見直し状況調査結果及びこれを踏まえた対応について（通知）【概要】 令和７年７月２日付け
７初児生第18号

○ 令和７年２月～３月の間に、公立中学校400校及び公立高等学校400校（いずれも無作為抽出）を対象に、「校則等の見直し
状況調査」を実施し、その結果をとりまとめた。

○ 各学校において、生徒指導提要や以下の点も参考としながら、引き続き、学校や地域の実態に応じて、校則の見直し等が適切
に行われるよう取組の推進を通知。

１ 校則の見直しについて

 特に令和元年度以降、校則の制定又は変更が実施されていない学校においては、見直しを行う必要性を検討すること。
 その他の各学校においても、引き続き、校則の意義・位置付け等も踏まえ、絶えず見直しを実施し、その結果に応じて、校則の制定又は変更を検

討すること。

【調査結果】
〇 調査対象校のうち約 91％の学校が、令和元年度以降に校則等の制定又は変更を実施。
〇 生徒指導提要改訂後の令和５年度及び６年度においては、調査対象校の過半数が校則等の制定又は変更を実施。

２ 校則の見直しの過程における児童生徒や保護者等から意見を聴取する機会の確保について

 意見聴取の機会を設けていない学校においては、調査結果の取組例も参照しながら、児童生徒が順守すべき学習上、生活上の規律の見直しの過
程で、その内容に応じ、児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見を聴取する機会の確保について、検討すること。

 校則の制定又は変更に関する手続きを定め、かつそれを周知しておくことは、見直しの過程に児童生徒が参画する上で重要であることから、校
則を制定又は変更する際の手続きの定めや周知の実施について、改めて検討すること。

【調査結果】
〇 校則等の制定又は変更を行ったと回答した学校のうち、約85％が生徒又は保護者から意見を聴取する機会を設けていたが、約15％は、意見を

聴取する機会を設けていなかった。
〇 意見を聴取する機会を設ける具体的な方策として、例えば、１人１台端末等を活用して児童生徒や保護者等からの意見を聴取する機会を設けた

り、各学級で意見を聴取した結果を学級の代表者が生徒会の会議で議論したりするなどの方策を取っている学校も見られた。
〇 調査対象校のうち約71％が、校則等の制定又は変更に関する手続きを定めていたが、約29%は手続きを定めていなかった。

 学校に入学する前の段階を含め、児童生徒が、自校の校則の内容や制定された背景等についても知ることができるよう、あらかじめ示しておく
ことが適切であり、学校のホームページ等に公開しておくなどの方策により、校則の内容の周知を行うことについて、改めて検討すること。

３ 校則の内容の公表・周知について

【調査結果】
〇調査対象校のうち約57％が校則等を学校のホームページに掲載し、生徒や保護者に周知していた。
〇このほか、プリントやメールで配布する、生徒手帳に記載するなどの方法で、校則等の内容を生徒や保護者に周知する取組がなされていた。

16



○ 校則等を制定又は変更する際の手続きの定め及び

その公表について （n=790、複数回答可）

○ 令和元年度以降の校則等の制定又は変更の

実施状況及び今後の実施予定について

○ 校則等の制定又は変更に際しての生徒又は保護者

からの意見を聴取する機会の設定※８について

○ 令和元年度以降の校則等の制定又は変更時期

（予定を含む）について （n=751、複数回答可）

47

64

91

156

237

233

150

44

62

86

167

202

226

147

91

126

177

323

439

459

297

①令和元年度に制定又は変更した

②令和2年度に制定又は変更した

③令和3年度に制定又は変更した

④令和4年度に制定又は変更した

⑤令和5年度に制定又は変更した

⑥令和6年度に制定又は変更した

⑦令和7年度以降に制定又は変更する予定が

ある

中学校 高等学校

校則の見直しに関する状況（中学・高校）

①90.1%

②4.6% ③5.3%

高等学校

（n＝395）

①92.2%

②3.3% ③4.6%

中学校

（n＝395）

①89.3%

②10.7%

中学校

(n=364)

①80.3%

②19.7%

高等学校

(n=356)

・①生徒又は保護者から意見を聴取する機会を設けた

・②意見を聴取する機会を設けていない

①47.3%

②23.5%

③29.1%

中学校

（n=395)

①40.3%

②31.6%

③28.1%

高等学校

（n=395)

・①手続きを定め、公表している

・②手続きを定めていないが、公表している

・③手続きを定めていない
（出典）文部科学省 公立中学校・高等学校における校則等の見直し状況調査結果（令和7年7月）

・①すでに制定又は変更した

・②令和７年度以降に制定又は変更する予定

・③制定又は変更しておらず、予定もない

17



53.3%
60.1%

31.3%
54.5%

48.7%
50.3%

32.6%
31.8%

40.2%
34.9%

39.5%
33.3%

9.7%
6.0%

20.2%
7.8%
9.0%

10.8%

4.4%
2.1%

8.3%
2.9%
2.8%

5.6%

⑥
⑤
④
③
②
①

〇自発的、自治的な活動である学級会の取組に関する質問（第6学年）

○育成を目指す資質・能力の視点の６項目の質問のうち、５項目については児童の肯定的な回答が
80％を超えている。ただし、「社会参画」に関する質問である「自分のがんばりで学級や学校を
よりよくすることができる」についての肯定的な回答は70％程度であった。

○学級活動に積極的に取り組んでいる児童は、自己肯定感や自他理解、協働、粘り強く取り組む態
度に関する項目について肯定的な回答をする傾向が見られた。また、96％以上の教師と80％以
上の児童が、特別活動について、いじめの未然防止などに役立つと感じている。しかし、自発的、
自治的な活動である学級会の取組状況についての肯定的な回答は、教師が90％程度であったのに
対し、児童は60〜70％程度であった。

○キャリア形成につながる、目標をもって実践する活動の取組について、90％以上の教師が肯定的
な回答をしている。一方、「そうしている」と強く肯定する教師は30％を下回っており、他の項
目と比較してやや低い傾向にある。

令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について（特別活動）－質問調査版－

質問項目（第６学年）○育成を目指す資質・能力の視点「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」を踏まえて
目標及び内容を整理し、各活動及び学校行事で育成する資質・能力を明確化。特に自治
的能力や主権者として積極的に社会参画する力を重視。

○学級活動における児童の自発的、自治的な活動を中心として学級経営の充実を図る際に、
いじめの未然防止等を含めた生徒指導との関連を図ることを明記。

○学校教育全体で行うキャリア教育の要としての役割を果たすことを明確化。

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント ４．調査結果例（質問調査小学校/特別活動）

① みんなで協力して活動することで、いじめのない学級や学校をつくることができる
② ちがいを認め合い、みんなと共に生きていく力がつく
③ みんなで話し合うことで、学級や学校の生活を楽しくできる
④ 自分のがんばりで学級や学校をよりよくすることができる
⑤ めあてを決めて努力することは、自分の将来に役立つ
⑥ 自分のよいところや得意なことを、生かしたり伸ばしたりすることができる

教師 学級会の議題について、児童の思いや願いを生かして選定できるように指導している
児童 学級会で話し合いたいこと（議題）を見つけている

2．学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果と課題

○指導上の改善点
・資質・能力の視点「社会参画」に関する課題を踏まえ、特別活動において「自分のがんばりで
学級や学校をよりよくすることができる」と実感できるように活動の充実や指導の改善を図る。

・いじめの未然防止などに対して、多くの教師と児童が特別活動が役立つと感じていることか
ら、さらなる指導の充実が求められる。

・学級活動の「（３）一人一人のキャリア形成と自己実現」の授業について、話合いや「キャリ
ア・パスポート」を意思決定に生かし、「自己実現」へとつなげることができるようにする。

3．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

〇「特別活動」で育成を目指す資質・能力の視点に関する質問
人間関係
形成

自己実現

社会参画

（共通）「自分にはよいところがある」 （共通）「自分とちがう考えを理解しようと努める」〇
学
級
活
動
と
共
通
質
問
の
関
連

（
第
６
学
年
）

消極的取組

積極的取組

消極的取組

積極的取組
（
学
級
活
動
）
「
お
楽
し
み
会

や
ス
ポ
ー
ツ
集
会
な
ど
学
級

で
の
集
会
活
動
に
、
役
割
を

分
担
し
て
協
力
し
て
取
り
組

ん
で
い
る
」

（
学
級
活
動
）
「
い
ろ
い
ろ

な
人
の
意
見
を
大
切
に
し

て
、
学
級
と
し
て
の
考
え
を

ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
」

教師

児童
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【学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果】
• 児童質問紙調査では、「みんなで話し合うことで、学級や学校の生活を楽しくできる」児童は、約89%となっており、前回調査時（平成

24年度）の類似質問項目結果に比べても増加傾向にある。

令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について①（特別活動）－質問調査版－

【調査結果例（質問調査小学校/児童）】

「特別活動」で育成を目指す資質・能力の視点に関する質問（第６学年）

みんなで話し合うことで、学級や学校の生活を楽しくできる

※設問文等については、前回調査と必ずしも文言が一致しない場合があることに留意する必要がある。

54.5%

49.6%

34.9%

38.9%

7.8%

9.1%

2.9%

2.2%

0.0%

0.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R4

H24

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

（参考値）
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【学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果】
• 児童質問紙調査では、学級活動に積極的に取り組んでいる児童は、自己肯定感や自他理解に関する項目について肯定的な回答をする傾向
が見られた。

令和４年度 小学校学習指導要領実施状況調査の結果について②（特別活動）－質問調査版－

【調査結果例（質問調査小学校/児童）】

学級活動の取組と「自己肯定感」に関する質問
（第６学年）

（共通）「自分にはよいところがある」

学級活動の取組と「自他理解」に関する質問
（第６学年）

（
学
級
活
動
）
「
お
楽
し
み
会
や
ス
ポ
ー
ツ
集
会
な
ど
学
級
で
の

集
会
活
動
に
、
役
割
を
分
担
し
て
協
力
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
」

積極的取組

消極的取組

積極的取組

消極的取組

（共通）「自分とちがう考えを理解しようと努める」（
学
級
活
動
）
「
い
ろ
い
ろ
な
人
の
意
見
を
大
切
に
し
て
、
学
級

と
し
て
の
考
え
を
ま
と
め
よ
う
と
し
て
い
る
」
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令和５年度 中学校学習指導要領実施状況調査の結果について（特別活動）－質問調査版－《速報版》

○「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」の三つの視点を踏まえて目標及び内容を整理し、
各活動及び学校行事で育成する資質・能力と、そのための学習過程を明確化。その過程として、
学級活動の内容(1)は集団としての合意形成、内容(2)及び(3)は個人としての意思決定を行うこ
とを明示。特に、小学校の経験を生かし、学級の課題の発見・解決に向け話し合う活動の一層
の充実を重視。

○キャリア教育に関わる様々な活動に関して、学校、家庭及び地域における学習や生活の見通し
を立て、学んだことを振り返りながら、新たな学習や生活への意欲につなげたり、将来の生き
方を考えたりする活動を行うことを重視。

１．平成29年学習指導要領の主な改訂のポイント

○学級活動の話合い活動に関しては、生徒が多様な意見を生かした合意形成を図ることができる
ように指導する教師や、少数意見を大切にしながら、互いに認め合い、みんなで決めている生
徒は、いずれも80%を超えている。また、少数意見を大切にしながら、互いに認め合い、みん
なで決めている生徒ほど、いろいろな友達と助け合って学習していると回答する傾向が見られ
た。

○自分たちできまりをつくって守る活動など、学級や学校での生活をよりよくするために取り組
んでいることに肯定的に回答した生徒ほど、学級や学校での生活をよりよくするために学んだ
ことや経験したことが自分のよさや可能性に気付くことにつながると回答する傾向が見られた。

○「キャリア・パスポート」を活用して活動を見通したり、振り返ったりしていると回答した生
徒ほど、特別活動において、目標を決めて努力することが自分の将来に役立つと回答する傾向
が見られた。一方、「キャリア・パスポート」を活用して活動を見通したり、振り返ったりし
ているという質問に「そうしている」と回答した割合は24.4%と低く、「どちらかといえばそ
うしている」と回答した割合と合わせても60%に届かない状況であった。

２．学習指導要領実施状況調査から明らかとなったこと

○指導上の改善点
・学級活動において合意形成を図る実践が進展している一方で、10%程度の生徒が否定的な回
答をしていることから、生徒の多様性への配慮や少数意見を大事にする工夫など、包摂や社
会的公正の観点で更なる指導の改善を図る必要がある。そうすることで、生徒同士が助け
合って学習する態度を形成するなど、学級内の心理的安全性を高める可能性が期待される。

・生徒が自分たちできまりをつくって守る活動などに取り組むことが、自分のよさや可能性に
気付くことにつながっていることから、学級や学校での生活をよりよくするために生徒自身
が学んだり経験したりする指導の更なる発展が期待される。

・生徒が自らの学習状況やキャリア形成を見通したり、振り返ったりする活動の充実を図り、
「自己実現」につなげる指導の更なる発展が期待される。

３．２の成果と課題を踏まえた改善の方向性

４．調査結果例（質問調査中学校/特別活動）

質問項目（第３学年）
○学級活動における合意形成に関する質問

教師問８(２)「学級活動の話合いにおいて、生徒が多様な意見を生かして合意形成を図ること
ができるように指導している」

生徒問４(３)「少数意見を大切にしながら、互いに認め合い、みんなで決めている」

○生徒会活動における生活をよりよくする取組に関する質問

生徒問４(９)「自分たちできまりをつくって守る活動など、学級や学校での生活をよりよくする
ために取り組んでいる」

生徒問４(14)「学級や学校での生活をよりよくするために学んだことや経験したことは、自分
のよさや可能性に気付くことにつながる」

78.7%
40.1%

28.2%
31.7%

18.7%
52.3%

49.0%
32.8%

1.8%

6.1%
18.5%

12.5%

0.8%
1.5%
4.3%

23.0%

そうしている
どちらかといえばそうしている

どちらかといえばそうしていない
そうしていない

生徒問４（14）

生
徒
問
４(

９) 

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない

クロス集計

○活動を見通したり、振り返ったりすることに関する質問

44.9%

43.1%

50.0%

45.0%
4.9%

9.2%
0.2%
2.7%

教師問8(2)

生徒問4(3)

そうしている どちらかといえばそうしている どちらかといえばそうしていない そうしていない

生徒問４(８) 「学んだことや経験したことを記録・蓄積する「キャリア・パスポート」を活用
して活動を見通したり、振り返ったりしている」

24.4% 35.0% 23.6% 17.0%生徒問4(8)

そうしている どちらかといえばそうしている どちらかといえばそうしていない そうしていない

生徒問１(８)３「学校ではいろいろな友達と助け合って学習している」

79.1%
44.0%

30.1%
25.7%

18.5%
49.2%

49.2%
32.6%

1.7%

5.7%
17.3%

17.2%

0.7%
1.0%
3.4%

24.6%

そうしている
どちらかといえばそうしている

どちらかといえばそうしていない
そうしていない

生徒問１（８）３
生
徒
問
４(

３) 

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない

クロス集計
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【学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果】
• 生徒質問調査では、「少数意見を大切にしながら、互いに認め合い、みんなで決めている」生徒は、約88%となっており、前回調査時
（平成25年度）の類似質問項目結果に比べても増加傾向にある。

【調査結果例（質問調査中学校/生徒）】

学級活動における合意形成に関する質問（第３学年）

少数意見を大切にしながら、互いに認め合い、みんなで決めている

43.1%

38.9%

45.0%

41.8%

9.2%

13.3%

2.7%

5.4%

0.0%

0.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

R5

H25

そうしている どちらかといえばそうしている どちらかといえばそうしていない そうしていない 無回答

（参考値）

※設問文等については、前回調査と必ずしも文言が一致しない場合があることに留意する必要がある。

令和５年度 中学校学習指導要領実施状況調査の結果について①（特別活動）－質問調査版－《暫定値》
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【学習指導要領実施状況調査から明らかとなった成果】
• 生徒質問調査では、特別活動における自発的、自治的な活動に関するいくつかの質問と、共通質問における自己実現に関するいくつかの
質問との間には、正の相関がみられる。

【調査結果例（質問調査中学校/生徒）】

令和５年度 中学校学習指導要領実施状況調査の結果について②（特別活動）－質問調査版－《暫定値》

78.7%

40.1%

28.2%

31.7%

18.7%

52.3%

49.0%

32.8%

1.8%

6.1%

18.5%

12.5%

0.8%

1.5%

4.3%

23.0%

そう思う
どちらかといえばそう思う
どちらかといえばそう思わない
そう思わない

（
生
徒
会
活
動
）

「
自
分
た
ち
で
き
ま
り
を
つ
く
っ
て
守
る

活
動
な
ど
、
学
級
や
学
校
で
の
生
活
を
よ

り
よ
く
す
る
た
め
に
取
り
組
ん
で
い
る
」

「学級や学校での生活をよりよくするために
学んだことや経験したことは、

自分のよさや可能性に気付くことにつながる」

生徒会活動への取組と「自己実現（自分のよさ、
可能性）」に関わる質問とは相関がある（第３学年）

自分たちで決めた取組の振り返りと「自己実現（将来に
役立つ）」に関わる質問とは相関がある（第３学年）

積極的取組

消極的取組

相関係数 0.42

85.3%

52.7%

38.0%

34.5%

12.9%

43.1%

47.1%

27.2%

1.1%

3.1%

11.9%

10.3%

0.8%

1.0%

3.0%

28.0%

そう思う
どちらかといえばそう思う
どちらかといえばそう思わない
そう思わない

相関係数 0.40

「
自
分
た
ち
で
決
め
て
取
り
組
ん
だ
活
動
を

振
り
返
り
、
次
の
課
題
を
見
つ
け
て
い
る
」

「特別活動において、目標を決めて努力することは
自分の将来の生活に役立つ」

積極的取組

消極的取組
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互いの意見を尊重して話し合っている児童生徒は、
「地域や社会を良くするために何かしてみたいと思う」割合が多い傾向

学級活動で話し合い互いの意見を尊重して決めている

小学校 中学校

※傾向とは、事実関係を記述したものであり、因果関係を示すものではない。
（出典）令和７年度全国学力・学習状況調査をもとに作成

全国学調

当
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

当
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

当
て
は
ま
ら
な
い

当
て
は
ま
ら
な
い

90.2

81.3

63.8

52.6

85.7

74.7

58.0

43.4

「地域や社会をよくする
ために何かしてみたいと
思う」という質問項目に
肯定的に回答している
児童生徒の割合

「あなたの学級では、学級生活をよりよくするために学級活動で話し合い、
互いの意見のよさを生かして解決方法を決めていますか。」
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互いの意見を尊重して話し合っている児童生徒は、
人が困っているとき進んで助けている割合が多い傾向

学級活動で話し合い互いの意見を尊重して決めている

小学校 中学校

「あなたの学級では、学級生活をよりよくするために学級活動で話し合い、
互いの意見のよさを生かして解決方法を決めていますか。」 ※傾向とは、事実関係を記述したものであり、因果関係を示すものではない。

（出典）令和７年度全国学力・学習状況調査をもとに作成

全国学調

当
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

当
て
は
ま
る

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

当
て
は
ま
ら
な
い

当
て
は
ま
ら
な
い

「人が困っているときは、
進んで助けている」とい
う質問項目に肯定的に
回答している児童生徒
の割合 97.3 94.2

86.4

76.8

95.9
90.9

81.8

71.6
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公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査
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児童生徒の多様性を包摂する必要性（小・中）

家にある本の冊数が
少なく学力の低い
傾向が見られる子供

12.5人
(35.6％)

特異な才能の
ある子供

0.8人
(2.3％)

不登校

0.7人
(2.1％)

学習面又は
行動面で著しい
困難を示す子供

2.2人
(5.6％)

不登校

2.7人
(6.7％)

家にある本の冊数が
少なく学力の低い
傾向が見られる子供

15.7人
(39.2％)

小学校（35人学級） 中学校（40人学級）

※各数字の出典は諮問参考資料P45,46参照
https://www.mext.go.jp/content/20242127-mxt_kyoiku01-000039494_03.pdf

日本語を家で
あまり話さない子供

1.0人
(2.9％)

 どの学校でも、多様な個性や特性を有する子供が在籍している実態が顕在化。多様性を包摂し、
一人一人の意欲を高め、可能性を開花させる教育の実現が喫緊の課題

不登校
傾向

4.1人
(10.2％)

学習面又は
行動面で著しい
困難を示す子供

3.6人
(10.4％)

特異な才能の
ある子供

0.9人
(2.3％)

日本語を家で
あまり話さない子供

1.3人
(3.2％)

不登校
傾向

4.1人
(11.8％)

［9.25 論点整理
   参考資料集 p.98より抜粋］
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○ 明治時代後期
       各学校では、修学旅行や運動会などの学校行事が独自に企画。また、部活動の設置とともに学校内の自治会的な活動も活発化。

○ 昭和23年 学習指導要領（及び昭和22年「試案」）
       試案では、「自由研究」という教科が設置され、通常の教科で学習したことを有機的に発展させて学ぶ時間として想定。

現在の特別活動の原型ともいえる教科「自由研究」については、当時の現場における実施も困難であったため、
1948年（昭和23年）の学習指導要領の改正時に廃止され、小学校では「教科以外の活動」に、中学校では「特別教育活動」に再編。

特別活動に関する経緯等について

○ 昭和33年改訂（告示）
小学校・中学校・高等学校を通じて「特別教育活動」（「生徒活動」「学校行事」「学級指導」）に名称を統一。（ただし、学校行事は含まれない）。

○ 昭和43～45年改訂
それまで包括されなかった学校行事を統合し、名称を「特別活動」に変更。「クラブ活動」は全員必修。

○ 昭和52年・53年改訂
｢勤労にかかわる体験的な学習の機会を出来るだけ取り入れること｣が記された。

○ 平成元年改訂
中学校・高等学校は「ホームルーム活動」「生徒会活動」「クラブ活動」「学校行事」に分けられ、「クラブ活動」は部活動による代替が認められるようになった｡

○ 平成10年・11年改訂
中学校・高等学校の特別活動から｢クラブ活動（部活動）｣が削除された｡

○ 平成20年・21年改訂
    特別活動で育成したい資質や能力の明示、全体目標に「人間関係」を加えた。また、各活動、学校行事の目標を新たに規定した。

加えて、適切な指導計画の作成と資質や能力を育成するための諸活動の充実を掲げた。

○ 平成28年・29年の学習指導要領改訂の内容としては以下の通り。
・指導する上で重要な視点として、「人間関係形成」「社会参画」「自己実現」の３つの視点の整理
・各活動の学習過程を端的に示すとともに、学級活動・ホームルーム活動の系統性を明確にするなど、

  内容の整理・充実
・学校の教育活動全体における特別活動の役割も踏まえ、「様々な集団活動に自主的、実践的に取り

  組む中で、等しく合意形成に関わり役割を担うようにすること」や「自分たちできまりをつくって守る活動などを
充実すること」等の明示

※以下参考（「特別活動」に係る学習指導要領等に係る経緯）

30

30



友達関係
（友達関係に
満足している）

自己肯定感
（自分には、

よいところがある）

教師サポート

主観的幸福感

先生は、あなたのよいとこ
ろを認めてくれている

先生は、分かるまで
教えてくれている

先生や学校にいる大人に
いつでも相談できる

学校に行くのは楽しい 普段の生活の中で、
幸せな気持ちになる

・図は共分散構造分析（※）の結果を表す。
※共分散構造分析とは、互いに関連を持つ複数の要素

間の関係性やその程度をモデル化する分析のこと。
・「小」は小学生、「中」は中学生を表す。
・値が１に近いほど、強い相関関係を表す。

小：0.61
中：0.69 小：0.60

中：0.61

小：0.63
中：0.55

小：0.12
中：0.13

小：0.30
中：0.34

小：0.24
中：0.28

小：0.56
中：0.59

小：0.39
中：0.43

(出所）中央教育審議会（第138回）における内田由紀子氏提出資料（令和５年度全国学力・学習状況調査 ウェルビーイングに関する分析報告書【概要】）
内田由紀子(2025)『日本人の幸せーーウェルビーイングの国際比較』中央公論新社 P184-186

小：0.69
中：0.74 小：0.51

中：0.51
小：0.52
中：0.58

学校におけるウェルビーイングについて①

 友達との関係、教師との関係など、他者とのつながりが児童生徒の主観的幸福感にとって重要
 児童生徒へのサポートが持続可能になるよう教師へのサポート体制を整えることも重要

学校でしか得られない「場」としての役割
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学校におけるウェルビーイングについて②
 内田（2025）は、日本社会の強みである協調性を重視しつつも、その在り方がウェルビーイングの実現を妨げる要因に

なりうる（同調圧力による心理的安全性の欠如など）と指摘。
 その上で、「関係性の維持」と「主体性の発揮」のバランスの調整を通じて、求められる協調性のあり方を柔軟にしてい
くことが、学校でウェルビーイングを向上していくために必要としている。

(出所）内田由紀子(2025)『日本人の幸せーーウェルビーイングの国際比較』中央公論新社 P186-187, 208-211, 214-218を基に作成

特定の集団に「閉じた協調性」

場の正義
「一般的には許容されない、
その場のみにおける正しさ」

（条件付きの正しさ）

集団的浅慮
狭い範囲で

強く働いた場合
個人の意思決定より
集団の意思決定が

浅はかな内容になる傾向
• リスキー・シフト：よりリスクの高い決定に至ること
• コーシャス・シフト：必要以上に慎重な決定に至ること

多元的無知
集団の構成員が互いの真意を読み間違って自分の意見を少数派だと錯覚し、

その結果、自分の意見や意識を表明しなくなってしまい、
架空の「多数派」が集団の規範を形成してしまう現象

分断の時代においては、「開かれた協調性」 を
日本社会から発信していくことが重要であり、

そのためには、以下のことが必要

世界や未来に広く「開かれた協調性」

協調性

①関係性の維持 ②主体性の発揮
調整が必要

日本におけるウェルビーイングの基盤

＜望ましくない協調性のあり方＞ ＜望ましい協調性のあり方＞

①関係性の維持 ②主体性の発揮 ①関係性の維持 ②主体性の発揮

（①のみならず②も確保され、良いバランスが取れている状況）（①に偏っていて、②があまり確保されていない状況）

• 「自分で考え、伝える力」を育むこと

• 「場づくり」と「信頼関係の構築」を行うこと

(※)

(※)個人や自分たちの集団、身近な人に閉じずに、広がりを見出し、知らない誰かにとっても幸せが連鎖
することを願えるような協調性

(※)
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(出所）赤坂真二(2026)『学級経営「超」入門 安定性・主体性・包摂性の３軸モデル』明治図書出版 P12-19, 233-235を基に作成

学級経営に関わる様々な議論の例
 赤坂（2026）は、すべての子どものウェルビーイングを最優先に実現し、未来社会の担い手として必要となる資質・能力

を育むための学級経営のモデルとして、学級経営の根幹をなす３つの要素「安定性」「主体性」「包摂性」を軸としたフ
レームワークを示している。

 ３つの要素は、相互に作用し合う動的な関係にあり、安定性が土台となり、その上で包摂性が主体性を支え、主体性が
さらに学級の安定性を高める、としている。

Z軸：包摂性
（受容、共感）

Y軸：主体性
（能動、活気）

X軸：安定性
（安全、落ち着き）

＜学級経営の３軸モデル＞

「多様な社会」で共生するスキル
• 異なる背景を持つ人々と協働し、共生し

ていく能力

多様な子どもが
「ここにいていい」「ここにいられる」と感じ、
互いの違いを力に変えているか？

1. 意見交換の際、少数派の意見や異なる考え
方を、教師が意図的に取り上げ、価値付けて
いる。

2. 子どもの個人的な背景（文化、家庭、特性な
ど）を尊重し、それを理由とした排除やからかい
がない。

3. 誰かのミスや失敗に対し、集団全体で非難す
るのではなく、「どうすれば次は良くなるか」と前
向きな対話ができている。

等全6項目のチェックリスト

「予測不能な未来」を生き抜く力
• 現代社会の加速的な変化に対応するための核と

なる能力（「やらされる学習」から「自ら選ぶ学
習」への転換）

子どもが自ら考え、行動し、
環境を「自分ごと」として捉えているか？

1. 学級目標やルール、行事の進め方について、子どもが自
ら議論し決定する機会を定期的に設けている。

2. 学習活動において、「なぜ学ぶのか」「どう学ぶのか」を子
ども自身が考え、選択する時間がある。

3. 子どもが挑戦した結果の「失敗」を、教師が叱る対象に
するのではなく、次の学習のための「貴重なデータ」として
扱っている。 等全6項目のチェックリスト

「心の安全基地」としての機能
• 子どもが不安やストレスを感じたときに立ち戻

り、休息を取り、再び外の世界へと探索に出
かけるためのエネルギーをチャージできる場所

安定的な秩序の下で、
子どもが安心して活動に取り組めているか？

1. 教師自身の情緒は安定しており、感情のブレが少
ないと自覚している。

2. 日々の活動（朝の会、授業開始、清掃など）の
ルーティンが確立し、子どもは迷いなく行動できる。

3. 学級のルール（ほめるー叱るのライン）が明確で、
すべての子どもに対して一貫して適用されている。

等全6項目のチェックリスト

（※）様々な議論の一つであり、国が推奨しているわけではないことに留意
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(出所）野中信行,横藤雅人(2011)『必ずクラスがまとまる教師の成功術！ー学級を安定させる縦糸・横糸の関係づくり』学陽書房 P10-17を基に作成

 野中、横藤（2011）は、学級経営がうまくいくための具体的な手立てとして「織物モデル」を示し、「縦糸（教師
と子供との上下関係）」と「横糸（教師と子供とのフラットな心の通い合い）」のバランスが学級経営の質を決
めるとしている。すなわち、「教師と生徒」という適度な距離をもった関係づくりが重要であると述べている。

＜織物モデル＞
教師と子供の上下関係を
基礎とする関係づくり

（しつけや返事、敬語、ルールなど）

教師と子供とのフラットな
心の通い合い

❶ 縦糸を張る（チェックリスト）
① 教師が話すとき、子供たちは静かに教師の方を見

て聞いているか
② 教師に対して、きちんと敬語（丁寧語）で話して

いるか
③ 返事やあいさつは、歯切れよいか
④ 廊下や朝会時の整列は静かにできているか
⑤ 靴箱や机の中・下・周り、筆入れ、傘の始末など

はすっきりとしているか
⑥ 朝の会、終わりの会は自分たちでてきぱきと進めて

いるか
⑦ 休み時間はルールを守って遊んでいるか
⑧ 掃除や給食は素早く落ち着いた動きか
⑨ ルールをめぐって子供たちが「ああだ、こうだ」と混乱

することはないか
⑩ 学習のルールはきちんと守っているか

❷ 横糸を豊かに絡ませる（チェックリスト）
① 子供たちとよく遊んでいるか
② 子供は、いろいろなことを話しかけてくるか。話しか

けてこない子には、こちらから声をかけているか
③ 教師の話に、ほとんどの子が明るい表情で耳を傾け

ているか
④ 子供の良い点を毎日伝えたり、褒めたりしているか
⑤ 教室に明るい笑いはあるか。暗い嗤いはないか
⑥ 子供は発言するとき、教師だけに話していないか
⑦ 友達ができないとき、失敗したときカバーし合えるか
⑧ 一定時間、グループで仲良く学習を進められるか
⑨ 教師が子供の発言に本気で感動したり、子供に負

けて悔しがったりしてみせる場面はあるか
⑩ 保護者は、教師を信頼し、応援してくれているか

縦糸

横糸

学級経営に関わる様々な議論の例

（※）様々な議論の一つであり、国が推奨しているわけではないことに留意
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※ NPOカタリバ 2025年度 ルールメイキング事業部 全国調査（全国の中高生 3,000人対象（有効回答数2,986人））

生徒が自分の意見や考えを伝える上で重要な
支援や条件に関する調査結果(中高生)

※第４回特別活動WG今村委員発表資料より作成

39.9%
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※ NPOカタリバ 2025年度 ルールメイキング事業部 全国調査（全国の中高生 3,000人対象（有効回答数2,986人））

学校における意見表明・聴取機会の充実と
不登校・不登校傾向（教室外登校）がある生徒の関係についての調査結果(中高生)

※第４回特別活動WG今村委員発表資料より作成
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令和８年３月23日
第５回特別活動WG
大村委員ご発表資料
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令和８年３月23日
第５回特別活動WG
白松委員ご発表資料
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令和８年３月23日
第５回特別活動WG
白松委員ご発表資料
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第Ⅰ部 生徒指導の基本的な進め方 第1章 生徒指導の基礎

生徒指導とは・・・・
 児童生徒が、社会の中で自分らしく生きることができる存在へと、自発的・主体
的に成長や発達する過程を支える教育活動のことである。なお、生徒指導上
の課題に対応するために、必要に応じて指導や援助を行う。

“させる指導” から “支える指導” へ

 生徒指導は、児童生徒が自身を個性的存在として認め、自己に内在している
よさや可能性に自ら気付き、引き出し、伸ばすと同時に、社会生活で必要とな
る社会的資質・能力を身に付けることを支える働き（機能）。

生徒指導提要について①
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第Ⅰ部 生徒指導の基本的な進め方 第1章 生徒指導の基礎
自己指導能力の獲得に向けて
 多様な教育活動を通して、児童生徒が主体的に課題に挑戦してみることや
多様な他者と協働して創意工夫することの重要性を実感することが大切。

 児童生徒が学校生活のあらゆる場面で、「自分も一人の人間として
大切にされている」と実感できるか。

（具体的な取組）「指導の個別化」や「学習の個性化」

自己存在感の感受

 学級・HRにおいて教職員と児童生徒、児童生徒同士の選択できな
い出会いから始まる生活集団において、自他の個性を尊重し、相手
の立場に立って考え、行動できる相互扶助的で共感的な人間関係

（具体的な取組）児童生徒同士がお互いに関心を抱き合う授業づくり
 。

共感的な人間関係の育成

 自ら考え、選択し、決定する、あるいは発表する、制作する等の
体験が得られているか（「主体的・対話的で深い学び」の実現）。

（具体的な取組）校則の見直しにおける児童生徒の参画

自己決定の場の提供

安全・安心な風土の醸成

生徒指導の
実践上の視点

 児童生徒一人一人が、個性的な存在として尊重され、学級・HRで安
全かつ安心して教育を受けられるよう配慮。

（具体的な取組）不適切な指導の禁止、不利益な取扱の禁止

生徒指導提要について②
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第Ⅰ部 生徒指導の基本的な進め方 第1章 生徒指導の基礎
生徒指導の2軸3類4層による重層的な支援構造

困難課題対応的
生徒指導

課題早期発見対応

課題未然防止教育

発達支持的生徒指導

課題予防的生徒指導

継続的
即応的

（リアクティブ）

先行的
常態的

（プロアクティブ）

時
間
軸

特定の
児童生徒

全ての
児童生徒

高

低

対
象

課
題
性

対象範囲に基づく3つの類型
 発達支持：全ての児童生徒
 課題予防：全ての児童生徒

または一部の児童生徒
 困難課題対応：特定の児童生徒

対象及び課題性に基づく4つの層 2つの時間軸
 プロアクティブ：課題が発生する

前に常態的・先行的に行う
 リアクティブ：課題が生じた後に

即応的・継続的に行う

 発達支持：特定の課題を想定しない全ての児童生徒
 未然防止：特定の課題を想定する全ての児童生徒
 早期発見対応：特定の課題を想定する一部の児童生徒
 困難課題対応：困難課題を抱える特定の児童生徒

生徒指導提要について③
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第Ⅰ部 生徒指導の基本的な進め方 第1章 生徒指導の基礎

発達支持的生徒指導とは
 特定の課題を意識することなく、全ての児童生徒を対象に、学校の教育目標の実現に向け
て、教育課程内外の全ての教育活動において進められる生徒指導の基盤となるもの。

 “発達支持的”というのは、児童生徒に向き合う際の基本的な立ち位置を示す。すなわち、
あくまでも児童生徒が自発的・主体的に自らを発達させていくことが、尊重され、その発達の
過程を学校や教職員がいかに支えるかという視点に立っている。

 具体的には、学校では、日々、教職員から挨拶、声かけ、励まし、賞賛、対話、授業や学校
行事等を通じて個と集団へ働きかけが行われている。

 こうした中で、児童生徒は、自己理解力や自己効力感、コミュニケーション力、思いやり、
共感性などの社会的資質・能力を身に付けている。

教育課程内外の全ての教育活動において、学校、教職員から、全ての児童
生徒に様々な働きかけが行われており、そうした日常の働きかけの中でも、
生徒指導の観点をもっていこうという考え方。

つまり、発達支持的生徒指導とは、

生徒指導提要について④
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第Ⅰ部 生徒指導の基本的な進め方 第2章 生徒指導と教育課程
学習指導要領「総則」での記載

 児童生徒が、自己の存在感を実感しながら、よりよい人間関係を形成し、
有意義で充実した学校生活を送る中で、現在及び将来における自己実現
を図っていくことができるよう、児童生徒理解を深め、学習指導と関連付け
ながら、生徒指導の充実を図ること。

生徒指導
の充実

“授業は全ての児童生徒を対象とした
発達支持的生徒指導の場”

 学習指導の目的を達成する上で、また生徒指導の目的を達成し、生徒指導上の諸課題を生まないためにも、
教育課程における生徒指導の働きかけが欠かせない。

 教育課程の編成や実施に当たっては、学習指導と生徒指導を分けて考えるのではなく、相互に関連付けながら、
どうすれば両者の充実を図ることができるのか、学校の教育目標を実現できるのかを探ることが重要。

教員が学習指導と生徒指導の専門性を合わせもつという「日本型学校教育」の強みを活かした授業づくり

 個々の児童生徒の習熟の程度など、その学習状況を踏まえた個に応じた指導に取り組むとともに、児童生徒間の交流を図るなど、集
団指導ならではの工夫をこらし、可能な範囲で生徒指導を意識した授業を行うことが大切。

 きめ細かで、継続的で確かな児童生徒理解に基づいて、当該児童生徒に対する配慮事項、指導や支援目標の設定、具体的な指導
や支援方法を明確にし、チームで実践。

自己存在感の感受を促進する授業づくり
共感的な人間関係を育成する授業
自己決定の場を提供する授業づくり
安全・安心な「居場所づくり」に配慮した授業

生徒指導の実践上の視点

全ての子供たちが自らの可能
性を発揮できるように「個別最
適な学び」と「協働的な学び」
実現

学習指導
「社会の中で自分らしく生きるこ
とができる存在への児童生徒
が、自発的・主体的に成長や
発達する過程を支える」

生徒指導

生徒指導提要について⑤
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080311和久井

学級活動と学校生活の充実の関係性について➀

97.2 

88.6

64.1

34.0 

97.7 

88.5

70.7 

37.2

埼玉県学調

※傾向とは、事実関係を記述したものであり、因果関係を示すものではない。
（出典）令和7年度埼玉県学力・学習状況調査「児童生徒質問調査」（小６・中3、さいたま市を除く）結果をもとに作成

学級がまとまって活動に取り組んでいると思う児童生徒は、
「学級での生活は楽しかった」割合が多い傾向

「学級での生活
は楽しかったで
すか」という質
問項目に肯定
的に回答してい
る児童生徒の
割合

小学校６年生 中学校３年生

学級がまとまって活動に取り組んでいる
「あなたの学級は、いろいろな活動にまとまって取り組んでいたと思いますか

（運動会や遠足などの学校行事も入ります）（＊中学校：体育祭や合唱コンクール）」

思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

思
わ
な
い

思
わ
な
い
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94.8 

85.2

59.8

30.4

080311和久井

※傾向とは、事実関係を記述したものであり、因果関係を示すものではない。

学級活動と学校生活の充実の関係性について②埼玉県学調
学級がまとまって活動に取り組んでいると思う児童生徒は、
「安心して学校生活を送ることができたと思う」割合が多い傾向

小学校６年生 中学校３年生

学級がまとまって活動に取り組んでいる

「安心して学校生
活を送ることがで
きましたか」という
質問項目に肯定
的に回答している
児童生徒の割合

「あなたの学級は、いろいろな活動にまとまって取り組んでいたと思いますか
（運動会や遠足などの学校行事も入ります）（＊中学校：体育祭や合唱コンクール）」

思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

思
わ
な
い 思

わ
な
い

94.9 

84.9

69.3 

36.5

（出典）令和7年度埼玉県学力・学習状況調査「児童生徒質問調査」（小６・中3、さいたま市を除く）結果をもとに作成 46



080311和久井

97.2 
93.5

81.1

66.1 

97.5 
93.2

84.8 

65.2 

※傾向とは、事実関係を記述したものであり、因果関係を示すものではない。

学級活動と学校生活の充実の関係性について③埼玉県学調
学級がまとまって活動に取り組んでいると思う児童生徒は、

「友人と仲良くできたと思う」割合が多い傾向
小学校６年生 中学校３年生

学級がまとまって活動に取り組んでいる

「友達（友人）と
は仲良くできました
か」という質問項
目に肯定的に回答
している児童生徒
の割合

「あなたの学級は、いろいろな活動にまとまって取り組んでいたと思いますか
（運動会や遠足などの学校行事も入ります）（＊中学校：体育祭や合唱コンクール）」

思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

思
わ
な
い

思
わ
な
い

（出典）令和7年度埼玉県学力・学習状況調査「児童生徒質問調査」（小６・中3、さいたま市を除く）結果をもとに作成 47
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96.7 
92.5

80.5

65.2 

97.8 
94.1

86.3 

70.0 

※傾向とは、事実関係を記述したものであり、因果関係を示すものではない。

学級活動と学校生活の充実の関係性について④埼玉県学調
学級がまとまって活動に取り組んでいると思う児童生徒は、

「学校の友達が自分の良いところを認めてくれたと思う」割合が多い傾向
「学校の友達は自
分のよいところを認
めてくれましたか」と
いう質問項目に肯
定的に回答している
児童生徒の割合

小学校６年生 中学校３年生

学級がまとまって活動に取り組んでいる
「あなたの学級は、いろいろな活動にまとまって取り組んでいたと思いますか

（運動会や遠足などの学校行事も入ります）（＊中学校：体育祭や合唱コンクール）」

思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

思
う

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、

思
わ
な
い

思
わ
な
い

（出典）令和7年度埼玉県学力・学習状況調査「児童生徒質問調査」（小６・中3、さいたま市を除く）結果をもとに作成 48



教師・児童生徒回答からわかる不登校の関連要因①

【出典】令和６年３月公表 文部科学省委託事業「不登校の要因分析に関する調査研究報告書」をもとに文部科学省作成

 不登校の関連要因について、教師・児童生徒それぞれに調査を実施（令和５年度）
 これらの要因を解決したり軽減したり、合理的配慮を行ったりすることは、不登校の予防につながる可能性があることなどが示唆された

(※1)

きっかけ要因
質問項目 出現率の違い

不登校でない児
童生徒(※3)

R4不登校の児
童生徒(※4)

1 制服、給食、行事等への不適応 15.5倍 1.5% 23.2%

2 ゲーム・スマホへ依存、依存傾向 10.1倍 0.8% 8.1%

3 成績の低下 8.6倍 1.5% 12.9%

4 不安・抑うつの訴え 8.3倍 2.3% 19.0%

5 入学、転編入学、進級時の不適応 6.6倍 0.5% 3.3%

6 親子の関わり方 6.0倍 2.3% 13.7%

7 進路に関わる不安や問題 5.7倍 1.7% 9.7%

8 家庭内の不和 5.2倍 1.0% 5.2%

9 学校内で友達と関わることが少ない 5.2倍 2.9% 15.0%

10 あそび、非行 4.7倍 1.5% 7.0%

11 体調不良の訴え 4.1倍 4.5% 18.5%

12 宿題ができていない等 3.6倍 11.1% 40.5%

13 学業の不振 3.5倍 11.7% 41.2%

14 部活動等におけるトラブル 2.8倍 2.6% 7.2%

15 学校・家庭以外でのトラブル 2.6倍 0.8% 2.1%

16 家庭の生活環境の急激な変化 2.6倍 1.7% 4.4%

17 学校での居眠り等 1.7倍 4.8% 8.3%

18 教職員への反抗・反発 1.3倍 2.6% 3.5%

背景要因
質問項目 出現率の違い

不登校でない
児童生徒

R4不登校の
児童生徒

1 きょうだいの不登校 15.4倍 1.8% 27.7%

2 心理・精神的な問題の診断・疑い 8.2倍 1.5% 12.3%

3 感覚過敏・鈍麻 7.8倍 1.8% 14.1%

4 身体的疾患・障がい、睡眠障害の診
断・疑い 5.6倍 1.8% 10.0%

5 ひとり親・共働き家庭 4.8倍 3.8% 18.2%

6 要対協、要保護、準要保護(※5) 4.0倍 0.5% 2.0%

7 発達障がいの診断・疑い 3.9倍 5.3% 20.6%

8 特別な教育的支援のニーズ 3.6倍 5.8% 20.8%

9 家族の介護・介助 2.7倍 0.7% 1.9%

10 性自認、性的指向、性表現の違和
感 2.5倍 4.7% 11.7%

※1 本頁及び次頁の表については不登校の児童生徒の方が有意に回答割合が高い結果が得られたもののみを抽
出し、出現率の違い順に抜粋したもの。また、本結果はあくまでも回答割合に差があることを示すものであり、この
ような要因があることが不登校を引き起こす原因である訳ではなく、また不登校児童生徒すべてにそのような要
因があるわけではないことに注意が必要。

※2 調査対象の教育委員会より教師1,424名を抽出して実施。
※3 不登校でない児童生徒23,519名を抽出して実施。
※4 R4不登校と報告された児童生徒1,424名を抽出して実施。
※5 要対協の対象者とは、要保護児童対策地域協議会において、対象の児童、すなわち虐待を受けている子ども

など、支援の対象になっている者。要保護、準要保護の対象者とは、就学援助制度において、経済的理由に
よって就学困難とされている者。要保護とは、生活保護法の対象者、準要保護とはそれに準ずる者。

【教師回答※2】
質問項目 出現率の違い

不登校でない児
童生徒(※3)

R4不登校の児
童生徒(※4)

1 制服、給食、行事等への不適応 15.5倍 1.5% 23.2%

2 ゲーム・スマホへの依存、依存傾向 10.1倍 0.8% 8.1%

3 成績の低下 8.6倍 1.5% 12.9%

4 不安・抑うつの訴え 8.3倍 2.3% 19.0%

5 親子の関わり方 6.0倍 2.3% 13.7%

6 入学、転編入学、進級時の不適応 6.6倍 0.5% 3.3%

7 進路に関わる不安や問題 5.7倍 1.7% 9.7%

8 学校内で友達と関わることが少ない 5.2倍 2.9% 15.0%

9 宿題ができていない等 3.6倍 11.1% 40.5%

10 家庭内の不和 5.2倍 1.0% 5.2%

11 学業の不振 3.5倍 11.7% 41.2%

12 あそび、非行 4.7倍 1.5% 7.0%

13 体調不良の訴え 4.1倍 4.5% 18.5%

14 部活動等におけるトラブル 2.8倍 2.6% 7.2%

15 家庭の生活環境の急激な変化 2.6倍 1.7% 4.4%

16 学校・家庭以外でのトラブル 2.6倍 0.8% 2.1%

17 学校での居眠り等 1.7倍 4.8% 8.3%

18 教職員への反抗・反発 1.3倍 2.6% 3.5%

19 いじめ被害 1.1倍 3.9% 4.2%
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教師・児童生徒回答からわかる不登校の関連要因②

※1 不登校でない児童生徒本人15,191名を抽出して実施。
※2 R4 不登校の児童生徒本人239名を抽出して実施。

質問項目 出現率の違い 不登校でない児
童生徒(※1)

R4不登校の児
童生徒(※2)

1 入学、進級、転校など 3.6倍 7.0% 24.9%

2 学校の決まりのこと（制服・給食・
行事等） 2.8倍 13.8% 38.6%

3 仲の良い友だちがいない 2.7倍 7.4% 19.9%

4 先生と合わなかった 2.5倍 14.3% 35.9%

5 家での生活がかわった 2.4倍 3.8% 9.3%

6 先生から厳しく怒られた、体罰があっ
た 2.2倍 7.5% 16.7%

7 宿題ができない 2.0倍 24.5% 50.0%

8 からだの不調 2.0倍 34.0% 68.9%

9 朝起きられない、夜眠れない 1.9倍 36.4% 70.3%

10 インターネット、ゲームの影響 1.8倍 22.9% 42.3%

11 いじめ被害 1.7倍 15.0% 26.2%

12 親のこと（親と仲が悪いなど） 1.7倍 15.9% 27.3%

13 声や音がうるさい、いやなにおい 1.7倍 23.7% 40.3%

14 気持ちの落ち込み、いらいら 1.6倍 49.2% 76.5%

15 いじめ以外の友人関係のトラブル 1.5倍 16.6% 24.8%

16 学校とは違ったこと（遊び）をした
い 1.4倍 22.0% 30.3%

17 授業が分からない 1.3倍 35.4% 47.0%

きっかけ要因

教師回答・児童生徒回答両方で
関連がみられた要因（主なもの）

児童生徒回答のみで
関連がみられた要因

教師回答のみで
関連がみられた要因

仲の良い友達がいない、授業が分か
らない、宿題ができない、制服・給
食・行事への不適応、入学・進学・
転校など、インターネット・ゲームの影
響、感覚過敏、からだの不調、不
安・抑うつの訴え など

いじめ被害害、友人
関係トラブル、先生か
ら厳しく怒られた・体
罰 など

成績の低下、家族の介護・
介助、進路に関わる不安や
問題 など

〇教師回答からわかったことと児童生徒回答からわかったことの相違
本調査では、教師回答から明らかになった不登校の関連要因と、児童生徒調査から明
らかになった不登校の関連要因では、多少の相違があった。

「いじめ被害」は、教師回答では不登校と関連がみられなかったが、児童生徒回答では
関連がみられた。つまり「いじめ被害」は、不登校のリスクを高めるものであるが、教師
には見えにくい可能性がある。
反対に「成績の低下」については、 教師回答では不登校との関連がみられたが、児童
生徒回答では、関連がみられていない。その理由として、教師は児童生徒の成績につ
いて把握しやすい可能性がある他、児童生徒の回答では、不登校でない児童生徒にも
「成績が下がった」という回答が多かったことが考えられる。

【児童生徒回答】

【出典】令和６年３月公表 文部科学省委託事業「不登校の要因分析に関する調査研究報告書」をもとに文部科学省作成
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特別な教育的支援を必要とする子供たちも念頭においた学級全体での指導方法の工夫
（多様性・包摂性を尊重した学習者主体の授業づくり、学級・集団づくり、教室環境の整備 等）

障害の状態等を踏まえた
指導内容や指導方法の工夫

（通常の教育課程の中での障害のある子供に対する個別的な対応）

小・中学校に在籍する障害のある子供たちの学習活動の充実に向けた方策
（重層的な指導・支援のイメージ）

通級による指導
（特別の教育課程の編成）

配慮を必要とする
子供に対する

合理的配慮の提供

配慮を必要とする
子供に対する

合理的配慮の提供

校内委員会を中心とした
組織的な対応 配慮を必要とする

子供に対する
合理的配慮の提供

困難さが生じる
要因に目を向けた

工夫や手立て

教育的ニーズを踏まえた
段階的なプロセスによる
学びの場の検討

学級全体での指導の工夫と
障害のある子供に対する
個別的な対応の組み合わせ

通常の学級における基礎的環境整備に当たる

特別支援学級
（特別の教育課程の編成）

通級による指導
を通常の学級で
の学びに生かす

通級による指導
を柔軟に活用

こうした取組によって必要な個別的な対応の内容も変わってくる

※特別支援学級の対象： 知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害
通級による指導の対象：言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠陥多動性障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱

こうした対応が全ての子
供の学びやすさに繋がる

という視点が重要

参考
令和7年11月25日
特別支援教育WG③

資料６ p. 5
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令和８年３月２３日
第５回特別活動WG
八並委員ご発表資料
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令和８年３月２３日
第５回特別活動WG
八並委員ご発表資料
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令和８年３月２３日
第５回特別活動WG
特 支 W G 奥 住 委 員
ご 発 表 資 料
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令和８年３月２３日
第５回特別活動WG
特 支 W G 奥 住 委 員
ご 発 表 資 料

55



用例①（「第１ 目標」より抜粋）

集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ、様々な集団活動に自主的、実践的に取り組み、互いのよさや可能性を発
揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決することを通して、次の通り資質・能力を育成することを目指す。

用例②（「第２ 各活動・学校行事の目標及び内容」のうち〔学校行事〕より抜粋）

１ 目標
全校又は学年の児童で協力し、より良い学校生活を築くための体験的な活動を通して、集団への所属感や連帯感を深め、

     公共の精神を養いながら、第１の目標に掲げる資質・能力を育成することを目指す。
２ 内容
（３）健康安全・体育的行事

心身の健全な発達や健康の保持増進、事件や事故、災害等から身を守る安全な行動や規律ある集団行動の体得
      （以下略）
（４）遠足・集団宿泊的行事

（略）

小学校学習指導要領における「集団」という語句の使用例
    （特別活動で22か所に加え、総則で４か所、各教科等6か所に記載）

特別活動WG

特別活動の用語の整理・見直しについて①
（集団）
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意味（広辞苑より） 用例 箇所数 備考

主体的
（proactive, 

independent）

・ある活動や思考などをな
すとき、その主体となって働
きかけるさま
・他のものによって導かれる
のではなく、自己の純粋な
立場において行うさま

・「主体的・対話的で深い学び」、「主体的に学習に
取り組む態度」「道徳教育は、・・・自己の生き方を
考え、主体的な判断のもとに行動し・・・道徳性を養
うことを目標とすること」（総則）
・「１の資質・能力を育成するため、・・・主体的に考
えて実践できるよう指導する」「学級生活の充実や
向上のため，児童が主体的に組織を作り・・・」「学
級や学校での生活づくりに主体的に関わり・・・」
（特活）

・総則（9か所）
・総合（3か所）
・特活（11か所）
・各教科等（33か所）

教育基本法（第２条）では
a spirit of autonomy and 
independenceと表現され、
学校教育法においては第21条、
第30条でproactiveで表現さ
れている

自主的
(autonomous)

・他人の干渉などを受けず
に自分で決定して事を行う
さま

・「児童が自ら学習課題や学習活動を選択する機
会を設けるなど、児童の興味・関心を生かした自主
的、自発的学習が促されるよう工夫すること」、「学
校図書館を計画的に・・・児童の自主的、自発的
な学習活動や読書活動を充実すること」（総則）
・「自主的、実践的な集団活動を通して身に付けた
ことを生かして・・・態度を養う」（特活）

・総則（２か所）
・特活（７か所）

特別活動の７か所については、
「自らが「主」となって取り組む
（参画する）」との意味合いで
使われている

自発的
（spontaneous, 

self-
motivated）

・自分からはたらきかけるさ
ま、物事を自分からすすん
で行うさま

・「幼児期において自発的な活動としての遊びを通し
て育まれてきたことが・・・」、「児童が自ら学習課題
や学習活動を選択する機会を設けるなど、児童の
興味・関心を生かした自主的、自発的学習が促さ
れるよう工夫すること」「学校図書館を計画的に・・・
児童の自主的、自発的な学習活動や読書活動を
充実すること」（総則）
・「学級活動における児童の自発的、自治的な活
動を中心として・・・」（特活）

・総則（３か所）
・特活（２か所）

※英訳は、指導要領仮訳より引用。 ※用例、箇所数は小学校指導要領より。

特別活動WG

特別活動の用語の整理・見直しについて➁
（「主体的」「自主的」「自発的」）
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小学校学習指導要領における「適応」という語句の使用例
（総則で２か所、社会で１か所、特別活動で３か所に記載）

用例①（「第１章 総則」「第４ 児童の発達の支援」より抜粋（本文中の強調は事務局による（以下同じ）））
２ 特別な配慮を必要とする児童への指導
（２）海外から帰国した児童などの学校生活への適応や、日本語の習得に困難のある児童に対する日本語指導

用例②（「第２章 各教科」「第２節 社会」「第２ 各学年の目標及び内容」「第５学年」の「２ 内容」より抜粋）
（１）我が国の国土の様子と国民生活について、学習の問題を追究・解決する活動を通して、次の事項を身に付けることが

         できるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。

（イ）我が国の国土の地形や気候の概要を理解するとともに、人々は自然環境に適応して生活していることを理解すること。

用例③（「第６章 特別活動」より抜粋）
第２ 各活動・学校行事の目標及び内容

【学級活動】
２ 内容
（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

第３ 指導計画の作成と内容の取扱い
２ 第２の内容の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。
（３）学校生活への適応や人間関係の形成などについては、主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと、

個々の児童の多様な実態を踏まえ、一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカウンセリング（教育相談を
含む。）の双方の趣旨を踏まえて指導を行うこと。特に入学当初や各学年のはじめにおいては、個々の児童が学校生
活に適応するとともに、希望や目標をもって生活できるよう工夫すること。あわせて、児童の過程との連絡を密にすること。         

特別活動WG

特別活動の用語の整理・見直しについて③
（「適応」）
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２. 目標、見方・考え方及び構造化の在り方
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(出所)「【特別活動編】高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説」

「三つの視点」の関係性について（現行の整理）
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H29 集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ，様々な集団活動に自主的，実践的に取り組み，互いのよさや可能性を発揮しながら
集団や自己の生活上の課題を解決することを通して，次のとおり資質・能力を育成することを目指す。
（1）多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることについて理解し，行動の仕方を身に付けるようにする。
（2）集団や自己の生活，人間関係の課題を見いだし，解決するために話し合い，合意形成を図ったり，意思決定したりすることができるよう

にする。
（3）自主的，実践的な集団活動を通して身に付けたことを生かして，集団や社会における生活及び人間関係をよりよく形成するとともに，

人間としての生き方についての考えを深め，自己実現を図ろうとする態度を養う。
H20 望ましい集団活動を通して，心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り，集団や社会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとす

る 自主的，実践的な態度を育てるとともに，人間としての生き方についての自覚を深め，自己を生かす能力を養う。
H10 望ましい集団活動を通して，心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り，集団や社会の一員としてよりよい生活を築こうとする自主的，

実践的な態度を育てるとともに，人間としての生き方についての自覚を深め，自己を生かす能力を養う。
H1 望ましい集団活動を通して、心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り、集団の一員としてよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な

態度を育てるとともに、人間としての生き方についての自覚を深め、自己を生かす能力を養う。
S52 望ましい集団活動を通して，心身の調和のとれた発達を図り，個性を伸長するとともに、集団の一員としての自覚を深め，協力してよりよい

生活を築こうとする自主的，実践的な態度を育てる。
S44 教師と生徒および生徒相互の人間的な接触を基盤とし，望ましい集団活動を通して豊かな充実した学校生活を経験させ，もって人格の調和

的な発達を図り，健全な社会生活を営む上に必要な資質の基礎を養う。このため，
１ 自律的，自主的な生活態度を養うとともに，公民としての資質，特に社会連帯の精神と自治的な能力の育成を図る。
２ 心身の健全な発達を助長するとともに，現在および将来の生活において自己を正しく生かす能力を養い，勤労を尊重する態度を育てる。
３ 集団の一員としての役割を自覚させ，他の成員と協調し友情を深めて，楽しく豊かな共同生活を築く態度を育て，集団の向上発展に尽

くす能力を養う。
４ 健全な趣味や豊かな教養を育て，余暇を善用する態度を養うとともに，能力・適性等の発見と伸長を助ける。

S33
（特別教育

活動）

(1) 生徒の自発的・自治的な活動を通して，楽しく規律正しい学校生活を築き，自主的な生活態度や公民としての資質を育てる。
(2) 健全な趣味や豊かな教養を養い，余暇を活用する態度を育て，個性の伸長を助ける。
(3) 心身の健康の助長を図るとともに，将来の進路を選択する能力を養う。

昭和52年改訂から平成20年改訂までは目標に大きな変更はないが、前回改訂では，各教科等の指導を通してどのような資質・能
力の育成を目指すのかを明確にしつつ，学びの過程を経るのかということ，さらにはそうした学びの過程において，各教科等の特質に応じ
た「見方・考え方」を働かせながら，教育活動の充実を図ることを，各教科等の目標の中で示すことが求められたことから、目標の書きぶり
を大きく変更している。

また、H29(3)「学びに向かう力、人間性等」を構成する各要素は、これまでの学習指導要領に示してきた目標の中に含まれている。

学習指導要領におけるこれまでの中学校特別活動の「目標」
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各教科の目標の柱書の一覧（中学校の例）
※中学校学習指導要領（平成29年告示）

国語 言葉による見方・考え方を働かせ，言語活動を通して，国語で正確に理解し適切に表現する資質・能力を次のとおり育成すること
を目指す。

社会
社会的な見方・考え方を働かせ，課題を追究したり解決したりする活動を通して，広い視野に立ち，グローバル化する国際社会に
主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を次のとおり育成することを目指
す。

数学 数学的な見方・考え方を働かせ，数学的活動を通して，数学的に考える資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

理科 自然の事物・現象に関わり，理科の見方・考え方を働かせ，見通しをもって観察，実験を行うことなどを通して，自然の事物・現象
を科学的に探究するために必要な資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

音楽 表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，音楽的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の音や音楽，音楽文化と豊かに関わる
資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

美術 表現及び鑑賞の幅広い活動を通して，造形的な見方・考え方を働かせ，生活や社会の中の美術や美術文化と豊かに関わる資
質・能力を次のとおり育成することを目指す。

保健体育 体育や保健の見方・考え方を働かせ，課題を発見し，合理的な解決に向けた学習過程を通して，心と体を一体として捉え，生
涯にわたって心身の健康を保持増進し 豊かなスポーツライフを実現するための資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

技術・家庭 生活の営みに係る見方・考え方や技術の見方・考え方を働かせ，生活や技術に関する実践的・体験的な活動を通して，よりよい
生活の実現や持続可能な社会の構築に向けて，生活を工夫し創造する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

外国語
外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方を働かせ，外国語による聞くこと，読むこと，話すこと，書くことの言語活動を通
して，簡単な情報や考えなどを理解したり表現したり伝え合ったりするコミュニケーションを図る資質・能力を次のとおり育成することを
目指す。

総合的な学習の時間 探究的な見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学習を行うことを通して，よりよく課題を解決し，自己の生き方を考えていくた
めの資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

特別活動 集団や社会の形成者としての見方・考え方を働かせ，様々な集団活動に自主的，実践的に取り組み，互いのよさや可能性を発
揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決することを通して，次のとおり資質・能力を育成することを目指す。
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各教科等の特質に応じた見方・考え方（中学校の例）
※中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 ＜抄＞

言葉による見方・考え方 対象と言葉、言葉と言葉との関係を、言葉の意味、働き、使い方等に着目して捉えたり問い直したりして、言葉への自覚を高
めること。

社会的事象の地理的な見
方・考え方

社会的事象を、位置や空間的な広がりに着目して捉え、地域の環境条件や地域間の結び付きなどの地域という枠組みの中で、
人間の営みと関連付けること。

社会的事象の歴史的な見
方・考え方

社会的事象を、時期、推移などに着目して捉え、類似や差異などを明確にしたり、事象同士を因果関係などで関連付けたりす
ること。

現代社会の見方・考え方 社会的事象を、政治、法、経済などに関わる多様な視点（概念や理論など）に着目して捉え、よりよい社会の構築に向けて、
課題解決のための選択・判断に資する概念や理論などと関連付けること。

数学的な見方・考え方 事象を、数量や図形及びそれらの関係などに着目して捉え、論理的、統合的・発展的に考えること。

理科の見方・考え方 自然の事物・現象を、質的・量的な関係や時間的・空間的な関係などの科学的な視点で捉え、比較したり、関係付けたりする
などの科学的に探究する方法を用いて考えること。

音楽的な見方・考え方 音楽に対する感性を働かせ、音や音楽を、音楽を形づくっている要素とその働きの視点で捉え、自己のイメージや感情、生活
や社会、伝統や文化などと関連付けること。

造形的な見方・考え方 感性や想像力を働かせ、対象や事象を、造形的な視点で捉え、自分としての意味や価値をつくりだすこと。

体育の見方・考え方 運動やスポーツを、その価値や特性に着目して、楽しさや喜びとともに体力の向上に果たす役割の視点から捉え、自己の適性
等に応じた『する・みる・支える・知る』の多様な関わり方と関連付けること。

保健の見方・考え方 個人及び社会生活における課題や情報を、健康や安全に関する原則や概念に着目して捉え、疾病等のリスクの軽減や生活の質
の向上、健康を支える環境づくりと関連付けること。

技術の見方・考え方 生活や社会における事象を、技術との関わりの視点で捉え、社会からの要求、安全性、環境負荷や経済性等に着目して技術を
最適化すること。

生活の営みに係る見方・考
え方

家族や家庭、衣食住、消費や環境などに係る生活事象を、協力・協働、健康・快適・安全、生活文化の継承・創造、持続可能
な社会の構築等の視点で捉え、よりよい生活を営むために工夫すること。

外国語によるコミュニケー
ションにおける見方・考え
方

外国語で表現し伝え合うため、外国語やその背景にある文化を、社会や世界、他者との関わりに着目して捉え、コミュニケー
ションを行う目的や場面・状況等に応じて、情報を整理しながら考えなどを形成し、再構築すること。

探究的な見方・考え方 各教科等における見方・考え方を総合的に活用して、広範な事象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会や実生活の文脈や自
己の生き方と関連付けて問い続けること。

集団や社会の形成者として
の見方・考え方

各教科等における見方・考え方を総合的に活用して、集団や社会における問題を捉え、よりよい人間関係の形成、よりよい集
団生活の構築や社会への参画及び自己の実現と関連付けること。

令 和 7 年 ９ 月 2 ５ 日
教育課程企画特別部会
論点整理参考資料P４６
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主体的な学習のスペクトラムについて
• 溝上慎一氏は、「主体的な学習（ agentic learning ）」を「行為者（主体）が課題（客体）にすすんで働きかけて取りくまれ

る学習のこと」と定義した上で、その性質を「課題依存型の主体的学習」、「自己調整型の主体的学習」、「人生型の主体的学習」
の３つに分類する（「主体的な学習スペクトラム」）

• 学習課題に促され主体的が発動される学習から、自身の学習目標や学習方略を使用する主体的学習、中長期的な目標達成や
アイデンティティ形成・ウェルビーイングを目指した学習へと深まっていくことが示されている

溝上慎一「アクティブラーニング型授業の基本形と生徒の身体性」

即自的

対自的

主
体
的
な
学
習
の
深
ま
り

人生型の主体的学習

自己調整型の主体的学習

課題依存型の主体的学習

• 中長期的な人生の目標達成、アイデンティティ形成、ウェルビーイングを目指し
て課題に取り組む

• 学習目標や学習方略、メタ認知を用いるなどして、自身を方向付けたり調整
したりして課題に取り組む

• 興味・関心をもって課題に取り組む
• 書く、話す、発表する等の活動を通して課題に取り組む

「主体的な学習スペクトラム」

（出典）溝上慎一「学習とパーソナリティ」

令 和 7 年 9 月 2 5 日
教 育 課 程 企 画 特 別 部 会
論点整理 参考資料 p.36
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主体性の目標分類（タキソノミー）について

令 和 7 年 9 月 2 5 日
教 育 課 程 企 画 特 別 部 会
論点整理 参考資料 p.37
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知識・技能 思考力・判断力・表現力等 学びに向かう力・人間性等

高等学校

○ 多様な他者と協働する様々な集団活
動の意義の理解。

○ 様々な集団活動を実践する上で必要
となることの理解や技能。

○ 所属する様々な集団や自己の生活
上の課題を見いだし、その解決のた
めに話し合い、合意形成を図ったり、
意思決定したり、人間関係をよりよ
く構築したりすることができる。

○ 自主的・実践的な集団活動を通して身
に付けたことを生かし、人間関係をより
よく構築しようとしたり、集団生活や社
会をよりよく形成しようとしたり、人間
としての在り方生き方についての考えを
深め自己の実現を図ろうとしたりする態
度。

中学校

○ 多様な他者と協働する様々な集団活
動の意義の理解。

○ 様々な集団活動を実践する上で必要
となることの理解や技能。

○ 所属する様々な集団や自己の生活
上の課題を見いだし、その解決のた
めに話し合い、合意形成を図ったり、
意思決定したり、人間関係をよりよ
く構築したりすることができる。

○ 自主的・実践的な集団活動を通して身
に付けたことを生かし、人間関係をより
よく構築しようとしたり、集団生活や社
会をよりよく形成しようとしたり、人間
としての生き方についての考えを深め自
己の実現を図ろうとしたりする態度。

小学校

○ 多様な他者と協働する様々な集団活
動の意義の理解。

○ 様々な集団活動を実践する上で必要
となることの理解や技能。

○ 所属する様々な集団や自己の生活
上の課題を見いだし、その解決のた
めに話し合い、合意形成を図ったり、
意思決定したり、人間関係をよりよ
く構築したりすることができる。

○ 自主的・実践的な集団活動を通して身
に付けたことを生かし、人間関係をより
よく構築しようとしたり、集団生活をよ
りよく形成しようとしたり、自己の生き
方についての考えを深め自己の実現を図
ろうとしたりする態度。

特別活動において育成を目指す資質・能力の整理
令 和 2 8 年 1 2 月 2 1 日
中央教育審議会 答申197号
別 添 1 7 - 1
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検討項目② 学びに向かう力・人間性等

 論点整理では、 「学びに向かう力、人間性等」について、主要な要素や要素
間の関係を構造化して分かりやすく示す観点から、下記の４つの要素により整
理する方向性が示された

１．論点整理で示された方向性及び企画特別部会での議論

※ 現行、各教科等において育成する「学びに向かう力・人間性等」は、個別の学習内容に応
じて異なることが想定されにくいため、原則として各教科等の「目標」水準でのみ記載されて
いる。こうした性質は、今回の論点整理に伴って変わるものではない。

他者との
対話や協働

学びを方向
付ける人間性

初発の思考や
行動を起こす力
・好奇心

学びの
主体的な調整

【上部】当該教科等の学習で育まれる、
人生や社会に向かう際の情意や感性
に関わる部分(学習過程で表出しにくい傾
向がある内的な側面)

【下部】当該教科等の学習で育まれる、
学びに向かう態度に関わる部分(学習
過程で表出しやすい傾向がある外的な側面)

 企画特別部会における議論の過程では、「学びに向かう力・人間性等」が単
によりよい知の獲得に向けた力としてのみ捉えられてはならず、学習したことを
踏まえて人生や社会に向かう際の情意・感性に係る側面も重視すべきとの
強い意見があった

 １．を踏まえると、「学びに向かう力・人間性等」の目標については、全て
の要素を個別に盛り込もうとすることで冗長となることを避けつつ、以下の2
つの要素をバランス良く含めることとしてはどうか

① 当該教科等の学習で育みたい学びや生活に向かう態度
学びにおいて、好奇心を持って初発の思考や行動を起こし、他者との
対話や協働を経ながら、学びを主体的に調整し、次の思考や行動に
繋げていく態度について、教科固有の学習過程を踏まえた言葉で示す

② 当該教科等の学習で育みたい情意・感性
人生や社会との関わりにおいて育みたい情意や感性を示す

２．１．を踏まえた目標における書きぶり

 一方、現行でも、複数分野を有する社会科など、多くの内容が盛り込ま
れ目標の書きぶりが複雑な教科もある中、分かりやすく使いやすい学習指
導要領を目指す上では、今回の見直しで一層複雑となることは避ける必
要

 こうしたことを踏まえ、目標については、表形式となることも踏まえ、箇条書
きも利用して分かりやすく構造化することを可能としてはどうか（この点は知
識及び技能、思考力、判断力、表現力等の目標も同様）

（現行の例：自然を愛する心情（小・理科）、明るく豊かな生活を営む態度（中・体育）など）

 また、論点整理では、「学びに向かう力・人間性等」の学習評価に関し、個人
内評価を基本とした上で、学びに向かう態度に関わる下部の３要素について
は、学習評価において、「思考・判断・表現」の過程で特に表出した場合には
「○」をつける方向で検討する」とされている

 「学びに向かう力・人間性等」は、学習指導要領の「内容」に原則として記載
がなく、学習評価に当たっては教科等の「目標」を踏まえて行うこととなるため、
そうした点も踏まえた「目標」の書きぶりが重要

（現行の例：自然の事物・現象に進んで関わり、科学的に探究しようとする態度（中・理科））
学びに向かう態度に係る３つの要素を踏まえた見直し

令 和 7 年 1 0 月 1 4 日
第2回総則・評価特別部会
資 料 １ － １ p . 5
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検討項目③ 内容の表形式化の具体的な形式 (4)

４．「タテ」の関係、「ヨコ」の関係の用語

以上のように、示す要素は同一でもその示し方は以下の２つのパターンが考えられる。各教科等では、２つのパターンから各教科
等の特質に応じた学習過程の改善を図る上で、教師にイメージがより掴みやすいと考えられる方を選択し、形式の具体について各
教科等WGで検討を深めることとしてはどうか
 「知・技」の内容のまとまりに対応した「思・判・表」を並列で示す、「並列」パターン
 「思・判・表」の深まりを「知・技」が支えることを示す、「並行」パターン

なお、現行でも「知・技」 「思・判・表」それぞれごとに内容を示していない、「生活」「特別活動」「道徳」「総合的な学習（探究）
の時間」や幼稚園教育要領における内容の示し方については、上記のパターンの考え方を踏まえつつ、それぞれの教科・領域に適
した表形式による示し方について、各WGで検討してはどうか

なお、今回の表形式化は、欄に分けて記載された事項を一体的に、順序立てて見ることで、資質・能力に関する理解が深まり、教
師の質の高い授業作りに繋がっていくということを期待して行うものである。したがって、単に見やすさのみを求めたり、表にすることが
自己目的化したりすることなく、各教科等の特質に応じた学習過程の改善に繋がるように各WGで検討を深めることが重要。その
際、表で端的かつ直感的な理解を保障しつつ、学習過程のデザインが具体的にイメージできるような説明が本文や解説で加えら
れることにより、より一層立体的な理解が可能になるのではないか。

 こうした考え方を表形式で示す場合、「並列」パターンでは、資質・能力の深まりを上下で、資質・能力の一体的育成の関係を
左右で確認できるため、「タテ」「ヨコ」の関係の可視化という言葉がイメージしやすい。一方で、「並行」パターンでは、資質・能力の
深まりは左右で、一体的育成の関係は上下で確認することとなるため、「タテ」「ヨコ」という語感とのズレが生じ、分かりにくいとの指
摘もある

 このため、「タテ」「ヨコ」の関係の可視化という表現は今後用いず、「資質・能力の深まり」「資質・能力の一体的育成」の可視化と
いった表現を用いて示していくことが考えられるのではないか

３．１．及び２．を踏まえた今後の対応

参照：令和7年10月14日
第2回総則・評価特別部会
資 料 １ － １ p . 1 2
（ 会 議 意 見 反 映 版 ）
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検討項目④ 中核的な概念等(1)

１．「高次の資質・能力」の可視化の目的

 検討項目③では表形式での内容の構造化で、
 「知・技」「思・判・表」の深まりの可視化

（従前の「タテ」の関係の可視化）
 「知・技」「思・判・表」の一体的育成の可視化

（従前の「ヨコ」の関係の可視化）

を図ることにより、資質・能力の関係性の理解に基づき、それらを
一体的に育成する単元づくりを助け「深い学び」を具現化しやすく
する方策を検討した

 このうち特に、「知識及び技能の統合的な理解」「思考力・判
断力・表現力等の総合的な発揮」（※以下、総称して「高次の資質・
能力」）を示すことについては、「知・技」「思・判・表」の深まりの
可視化を通じて「深い学び」を実現する単元づくりのイメージを
教師が持てるようにする役割を担うもの

※論点整理では、「知・技」の深まりを示すものを「中核的な概念の深い理解」、
「思・判・表」の深まりを示すものを「複雑な課題の解決」と仮称し、それらをまとめ
て「中核的な概念等」と呼んでいたが、新たな用語が増えることを避けるため現行
でも用いられている言葉を用いることとしたもの。「知識及び技能の統合的な理
解」「思考力・判断力・表現力等の総合的な発揮」をまとめて呼称する際、以後
「高次の資質・能力」と呼ぶこととする。これらの用語の在り方については、各教科
等WGでの具体的な議論も踏まえた上で、学校現場に趣旨が適切に伝わるもの
となっているかという視点から継続的に検討。

 こうした役割を果たす「高次の資質・能力」を各WGで具
体的に抽出する際、各教科等固有の学習過程の改善を
図るためには、教科ごとの特質に応じて検討が行われる必
要があり、書きぶりを現時点で一律に整理すべきものでは
ない

一方で、各教科等での「高次の資質・能力」は、備えるべ
き要素や性質等について、一定の共通性があることにより、
各教科等を横断して適切に機能を発揮することが期待で
きる

各教科等の独自性を活かしつつ、共通に備えるべき要素
や性質等が確保された「高次の資質・能力」の書きぶりとな
るよう、次頁のように「高次の資質・能力」がその目的を踏
まえたものとなっていることを担保するチェックポイントを示し
た上で、各教科等WGでの検討を深めてはどうか（次頁
参照）

なお、「全てのポイントに照らして異論の余地のない」ものを
検討することは困難な場合も考えられるため、各教科等の
授業改善に資する点を重視しつつ検討を進めるべきでは
ないか

２．各WGでの検討に当たっての考え方

参照：令和7年10月14日
第2回総則・評価特別部会
資 料 １ － １ p . 1 4

69



検討項目④ 中核的な概念等(2)

【B 資質・能力の深まりを示す観点】
・要素となる個別の資質・能力の「深まり」を示す事ができているか。具体的には、内容のまとまりを単に要約した「見出し」に留まるのでは
なく、個別の資質・能力が児童生徒の中で相互に関連付けられて、統合的に獲得された際の姿を示すことができているか

・要素となる個別の資質・能力を学ぶことの意義（※）や、それを広く社会において、いつ、どのような文脈で活用することができるのか、を教
師がイメージしやすいものとなっているか

【C 深い学びを実現する単元づくりを助ける観点】
・教師が単元構想時に、「知識及び技能の統合的な理解」と、それにぶら下がる個別の「知・技」、 「思考力・判断力・表現力等の総合
的な発揮」と、それにぶら下がる個別の「思・判・表」とを往還して参照した際、単元を通じて児童生徒が追究する本質的な「問い」を構想
する上で参考になるか

・教師が単元構想時に、 「思考力・判断力・表現力等の総合的な発揮」と、それにぶら下がる個別の「思・判・表」とを往還して参照した
際、論述・レポート・発表・作品製作等、単元を通じて児童生徒が資質・能力を総合的に発揮しながら取り組む課題を構想する上で参
考になるか

【D 分かりやすさ等の観点】
・経験の浅い教師も含めて、一人一人の教師にとって、分かりやすく、使いやすいことに加え、教科等の面白さや魅力が伝わる文言となって
いるか（学習・指導を通じて、最終的には児童生徒自身が掴むことができる必要があるという点も留意）

・学校種・学年等、発達段階に即して妥当なものとなっているか（系統性等の重視により、発達段階に照らし過度に抽象的となっていな
いか等）

【A 教科等の本質的意義の中核に照らした重要性の観点】
・目標の達成に資する上で重要であるとともに、各教科等の本質的意義の中核（「見方・考え方」）に照らし適切なものであるといえるか

「高次の資質・能力」を検討する上でのチェックポイント（案）

（※）学ぶことの「意義」は必ずしも実生活における実用的な側面にとどまらない点に留意

令 和 7 年 1 0 月 1 4 日
第2回総則・評価特別部会
資 料 １ － １ p . 1 5
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表形式による構造化パターン① （並列パターン）

（１）項目名
知識及び技能に関する統合的な理解 思考力、判断力、表現力等の総合的な発揮

◯学年
相当

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

◯学年
相当

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

◯学年
相当

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

(内容の
取扱い)

※表の読み方を示す柱書きや見出し、各項目の番号の示し方等の平仄については告示の検討に際して技術的に検討

この内容のまとまりを通じて獲得して欲しい統合的な理解
等を示す （検討項目④で詳細を検討）

この内容のまとまりにおける知識及び技能を活用しつつ、思考
力、判断力、表現力等を総合的に発揮して複雑な課題を解
決できる力を示す（検討項目④で詳細を検討）

右に示す思考・判断・表現の過程で、
上に示す統合的な理解を獲得するため
に必要な要素となる知識及び技能を示
す
（検討項目⑤で詳細を検討）

左に示す知識及び技能を活用しながら、上に
示す複雑な課題の解決をする上で必要な要
素となる思考力、判断力、表現力等を示す
（検討項目⑤で詳細を検討）想定する指導

学年を明示す
る場合は、「◯
学年相当」と
いう形で示す。
(示さない場合
や、複数学年
毎に示す場合、
単学年毎に示
す場合など柔
軟に対応)

知識及び技能に対応する思考力、判断力、
表現力等が共通する場合など、分けて示す
必要がない場合は、可能な限り繰り返しを避
け、セルを統合して示すなど簡素な示し方とな
るよう工夫する。

資質・能力の一体的育成の可視化

資
質
・
能
力
の
深
ま
り
の
可
視
化

令 和 7 年 1 0 月 1 4 日
第2回総則・評価特別部会
資 料 １ － １ p . 9

71



◯学年相当 ◯学年相当 ◯学年相当

思考力、判断力、表現力等の
総合的な発揮

（１）項目名 （小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（２）項目名 （小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（３）項目名 （小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

知識及び技能に関する統合的
な理解

（１）項目名 （小見出し）
・
・

（２）項目名 （小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（３）項目名 （小見出し）
・
・

（４）項目名 （小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（小見出し）
・
・

（内容の取扱い）

表形式による構造化パターン② （並行パターン）

※表の読み方を示す柱書きや、見出しや各項目の番号の示し方等の平仄については告示の検討に際して技術的に検討

左に示す統合的な理解を獲得し、上に示す思考・判断・表現を豊かにするた
めに必要となる知識及び技能を示す（検討項目⑤で詳細を検討）

下に示す知識及び技能を活用しながら、左に示す複雑な課題の解決をする
上で必要な要素となる思考力、判断力、表現力等を示す。
（検討項目⑤で詳細を検討）

想定する指導学年を明示する場合は、「◯学年相当」
という形で示す。(示さない場合や、複数学年毎に示す
場合、単学年毎に示す場合など柔軟に対応)

学年相当に分けて示す必要がない場合は、可能な限り繰り返しを避け、セル
を統合して示すなど簡素な示し方となるよう工夫する。

この内容のまとまりを通じて獲
得して欲しい統合的な理解
等を示す （検討項目④で
詳細を検討）

知識・技能を活用しつつ、思
考力・判断力・表現力等を
総合的に発揮して複雑な課
題 を解 決 で きる力を示す
（検討項目④で詳細を検
討）

資
質
・
能
力
の
一
体
的
育
成
の
可
視
化

資質・能力の深まりの可視化

令 和 7 年 1 0 月 1 4 日
第2回総則・評価特別部会
資 料 １ － １ p . 1 1
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３. 内容等の改善の在り方
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内容

S33 （B 学級会活動）
学級会は、学級ごとに、全員をもって組織し、学級生活に関する諸問題を話し合い、解決し、さらに学級内の仕事を分担処理するための活動を行う。

S43 〔学級指導〕
学級給食、保健指導、安全指導、学校図書館等の利用指導その他学級を中心として指導する教育活動

S52 （C 学級指導）
（１）学級生活や学校生活への適応に関する指導
（２）保健・安全に関する指導
（３）学校給食の指導、学校図書館の利用の指導など

H１ （A 学級活動）
（１）学級や学校における生活の充実と向上に関すること。

学級や学校における生活上の諸問題の解決、学級内の仕事の分担処理など

（２）日常の生活や学習への適応及び健康や安全に関すること
不安や悩みの解消、基本的な生活習慣の形成、望ましい人間関係の育成、意欲的な学習態度の形成、学校図書館の利用や情報の適切な活用、健康で安全な生活態度の形成、学校給食など

H10 （A 学級活動）
（１）学級や学校の生活の充実と向上に関すること。

学級や学校における生活上の諸問題の解決、学級内の組織づくりや仕事の分担処理など

（２）日常の生活や学習への適応及び健康や安全に関すること
希望や目標をもって生きる態度の形成、基本的な生活習慣の形成、望ましい人間関係の育成、学校図書館の利用、心身ともに健康で安全な生活態度の形成、学校給食と望ましい食習慣の形成など

H20 〔学級活動〕
（１）学級や学校の生活づくり

ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決 学級や学校の生活の充実と向上に関する諸問題について、会議の場で話し合い、話し合って決めたことなど を協力して実践していくこと
イ 学級内の組織づくりや仕事の分担処理 学級や学校での生活を充実、向上させるために、必要とされる学級内の組織づく りや仕事の分担などを、児童自身が見いだし、協力していこうとする活動
ウ 学校における多様な集団の生活の向上 多様な集団に所属し、その一員として生活の向上を目指して発達の段階に即した役割などを果たす活動

（２）日常の生活や学習への適応及び健康安全
ア 希望や目標をもって生きる態度の育成 イ 基本的な生活習慣の形成 ウ 望ましい人間関係の形成 エ 清掃などの当番活動等の役割と働くことの意義の理解
オ 学校図書館の利用 カ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成 キ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成

H29 〔学級活動〕
(1)学級や学校における生活づくりへの参画

ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決 学級や学校における生活をよりよくするための課題を見いだし、解決するために話し合い、合意形成を図り、実践すること。
イ 学級内の組織づくりや役割の自覚 学級生活の充実や向上のため、児童が主体的に組織をつくり、役割を自覚しながら仕事を分担して、協力し合い実践すること。
ウ 学校における多様な集団の生活の向上 児童会など学級の枠を超えた多様な集団における活動や学校行事を通して学校生活の向上を図るため、学級としての提案や取組を話し合って決めること。

⑵ 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
ア 基本的な生活習慣の形成 身の回りの整理や挨拶などの基本的な生活習慣を身に付け、節度ある生活にすること。
イ よりよい人間関係の形成 学級や学校の生活において互いのよさを見付け、違いを尊重し合い、仲よくしたり信頼し合ったりして生活すること。
ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成 現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事故、災害等から身を守り安全に行動すること。
エ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成 給食の時間を中心としながら、健康によい食事のとり方など、望ましい食習慣の形成を図るとともに、食事を通して人間関係をよりよくすること。

⑶ 一人一人のキャリア形成と自己実現
ア 現在や将来に希望や目標をもって生きる意欲や態度の形成 学級や学校での生活づくりに主体的に関わり、自己を生かそうとするとともに、希望や目標をもち、その実現に向けて日常の生活をよりよくしようとすること。
イ 社会参画意識の醸成や働くことの意義の理解 清掃などの当番活動や係活動等の自己の役割を自覚して協働することの意義を理解し、社会の一員として役割を果たすために必要となることについて

主体的に考えて行動すること。
ウ 主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用 学ぶことの意義や現在及び将来の学習と自己実現とのつながりを考えたり、自主的に学習する場としての学校図書館等を活用したりしながら、

学習の見通しを立て、振り返ること。

小学校・学級活動の内容の変遷
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中学校・学級活動の内容の変遷
内容

S33 （C 学級活動）
学級としての諸問題の話合いと処理、レクリエーション、心身の健康の保持、将来の進路の選択などに関する活動

S44 （B 学級指導）
(1)個人的適応に関すること。(2)集団生活への適応に関すること。(3)学業生活に関すること。(4)進路の選択に関すること。(5)健康・安全に関すること。

S52 （C 学級指導）
(1)個人及び集団の一員としての在り方に関すること。

新しい学校生活への適応、個人的な悩みや不安の解消、望ましい人間関係の確立、自己の個性の理解などを取り上げること。
(2)学業生活の充実に関すること。

選択教科等の適切な選択の援助、学業上の不適応の解消、学習の意欲や態度の形成、学校図書館の利用の方法などを取り上げること。
(3)進路の適切な選択に関すること。

進路適性の吟味、進路の明確化、適切な進路選択の方法などを取り上げること。
(4)健康で安全な生活などに関すること。

心身の健康の増進、性的な発達への適応、安全な行動の習慣化、学校給食の指導などを取り上げること。

H1 （A 学級活動）
(1)学級や学校の生活の充実と向上に関すること。

学級や学校における生活上の諸問題の解決、学級内の組織づくりや仕事の分担処理など
(2)個人及び社会の一員としての在り方、学業生活の充実及び健康や安全に関すること。

ア 青年期の理解、自己の個性の理解、個人的な不安や悩みの解消、健全な生き方の探求、望ましい人間関係の確立など
イ 自主的な学習の意欲や態度の形成、選択教科等の適切な選択、学校図書館の利用、情報の適切な活用など
ウ 健康で安全な生活態度や習慣の形成、性的な発達への適応、学校給食など

(3)将来の生き方と進路の適切な選択に関すること。
進路適性の吟味、進路情報の理解と活用、望ましい職業観の形成、将来の生活の設計、適切な進路の選択など

H10 （A 学級活動）
(1)学級や学校の生活の充実と向上に関すること。

学級や学校における生活上の諸問題の解決、学級内の組織づくりや仕事の分担処理、学校における多様な集団の生活の向上など
(2)個人及び社会の一員としての在り方、健康や安全に関すること

ア 青年期の不安や悩みとその解決、自己及び他者の個性の理解と尊重、社会の一員としての自覚と責任、男女相互の理解と協力、望ましい人間関係の確立、ボランティア活動の意義の理解など
イ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成、性的な発達への適応、学校給食と望ましい食習慣の形成など

(3)学業生活の充実、将来の生き方と進路の適切な選択に関すること。
学ぶことの意義の理解、自主的な学習態度の形成と学校図書館の利用、選択教科等の適切な選択、進路適性の吟味と進路情報の活用、望ましい職業観・勤労観の形成、主体的な進路の選択と将来設計など

H20 (1) 学級や学校の生活づくり
ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決 イ 学級内の組織づくりや仕事の分担処理 ウ 学校における多様な集団の生活の向上

(2) 適応と成長及び健康安全
ア 思春期の不安や悩みとその解決 イ 自己及び他者の個性の理解と尊重 ウ 社会の一員としての自覚と責任 エ 男女相互の理解と協力 オ 望ましい人間関係の確立
カ ボランティア活動の意義の理解と参加 キ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成 ク 性的な発達への適応 ケ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成

(3) 学業と進路
ア 学ぶことと働くことの意義の理解 イ 自主的な学習態度の形成と学校図書館の利用 ウ 進路適性の吟味と進路情報の活用 エ 望ましい勤労観・職業観の形成 オ 主体的な進路の選択と将来設計

H29 （1）学級や学校における生活づくりへの参画
ア 学級や学校における生活上の諸問題の解決 イ 学級内の組織づくりや役割の自覚 ウ 学校における多様な集団の生活の向上

（2）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
ア 自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関係の形成 イ 男女相互の理解と協力 ウ 思春期の不安や悩みの解決、性的な発達への対応
エ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成 オ 食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成

（3）一人一人のキャリア形成と自己実現
ア 社会生活、職業生活との接続を踏まえた主体的な学習態度の形成と学校図書館等の活用 イ 社会参画意識の醸成や勤労観・職業観の形成 ウ 主体的な進路の選択と将来設計
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内容

S35 (１) ホームルームとしての共同生活の問題 (２) 人間としての望ましい生き方に関する問題 (３) 進路の選択決定やその後の適応に関する問題
(４) 心身の健康の保持や安全に関する問題 (５) レクリエーション

S45 (１) ホームルームとしての共同生活の充実に関する問題 (２) 個人としての生き方に関する問題 (３) 集団の一員としての生き方に関する問題
(４) 学業生活および進路の選択決定に関する問題

S53 (１) 集団生活の充実に関すること． (２) 学業生活の在り方に関すること． (３) 進路の適切な選択決定に関すること．
(４) 健康で安全な生活に関すること． (５) 人間としての望ましい生き方に関すること．

H1 (１) ホームルームにおける集団生活の充実と向上に関すること。
ホームルームにおける生活上の諸問題の解決、ホームルームを基盤とした集団生活の向上など

(２) 個人及び社会の一員としての在り方生き方に関すること。
ア 個人生活及び社会生活の充実
青年期の特質の理解、自己の個性の理解、人間としての生き方の探求、男女相互の理解と協力、集団生活における人間関係の確立、国際理解と親善など

イ 学業生活の充実
主体的な学習態度の確立、教科・科目の適切な選択、学校図書館の利用、情報の適切な活用など

ウ 健康・安全
健康で安全な生活態度や習慣の確立など

(３) 将釆の生き方と進路の適切な選択決定に関すること。
進路通性の理解、進路情報の理解と活用、望ましい職業観の形成、将来の生活の設計、適切な進路の選択決定、進路先への適応など

H11 (１) ホームルームや学校の生活の充実と向上に関すること。
ホームルームや学校における生活上の諸問題の解決、ホームルーム内の組織づくりと自主的な活動、学校における多様な集団の生活の向上など

(２) 個人及び社会の一員としての在り方生き方、健康や安全に関すること。
ア 青年期の悩みや課題とその解決、自己及び他者の個性の理解と尊重、社会生活における役割の自覚と自己責任、男女相互の理解と協力、コミュニケーション能力の育

成と人間関係の確立、ボランティア活動の意義の理解、国際理解と国際交流など
イ 心身の健康と健全な生活態度や習慣の確立、生命の尊重と安全な生活態度や習慣の確立など
(３) 学業生活の充実、将来の生き方と進路の適切な選択決定に関すること。

学ぶことの意義の理解、主体的な学習態度の確立と学校図書館の利用、教科・科目の適切な選択、進路適性の理解と進路情報の活用、望ましい職業観・勤労観の確立、
主体的な進路の選択決定と将来設計など

H21 (1) ホームルームや学校の生活づくり
ア ホームルームや学校における生活上の諸問題の解決 イ ホームルーム内の組織づくりと自主的な活動 ウ 学校における多様な集団の生活の向上
(2) 適応と成長及び健康安全
ア 青年期の悩みや課題とその解決 イ 自己及び他者の個性の理解と尊重 ウ 社会生活における役割の自覚と自己責任 エ 男女相互の理解と協力
オ コミュニケーション能力の育成と人間関係の確立 カ ボランティア活動の意義の理解と参画 キ 国際理解と国際交流
ク 心身の健康と健全な生活態度や規律ある習慣の確立 ケ 生命の尊重と安全な生活態度や規律ある習慣の確立
(3) 学業と進路
ア 学ぶことと働くことの意義の理解 イ 主体的な学習態度の確立と学校図書館の利用 ウ 教科・科目の適切な選択 エ 進路適性の理解と進路情報の活用
オ 望ましい勤労観・職業観の確立 カ 主体的な進路の選択決定と将来設計

H30 (1) ホームルームや学校における生活づくりへの参画
ア ホームルームや学校における生活上の諸問題の解決 イ ホームルーム内の組織づくりや役割の自覚 ウ 学校における多様な集団の生活の向上
(2) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
ア 自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関係の形成 イ 男女相互の理解と協力 ウ 国際理解と国際交流の推進 エ 青年期の悩みや課題とその解決
オ 生命の尊重と心身ともに健康で安全な生活態度や規律ある習慣の確立
(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現
ア 学校生活と社会的・職業的自立の意義の理解 イ 主体的な学習態度の確立と学校図書館等の活用 ウ 社会参画意識の醸成や勤労観・職業観の形成
エ 主体的な進路の選択決定と将来設計

高等学校・ホームルーム活動の内容の変遷
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内容

昭和33年 児童会は、全校の児童をもって構成し、学校生活に関する諸問題を話し合い、解決し、さらに学校内の仕事を分担処理するための活動を行う。
その運営は主として高学年児童によって行われる。

昭和43年 児童会は，全校の児童をもって構成し，学校生活に関する諸問題を話し合い，解決し，さらに学校内の仕事を分担処理するための活動を行なうものとし，その運営
は，主として高学年の児童が行なうものとする。

昭和52年 児童会は，学校の全児童をもって組織し，学校生活における諸問題を話し合い，その解決を図る活動及び学校内の仕事の分担処理に関する活動を行うこととし，そ
の運営は，主として高学年の児童が行うこと。

平成元年 児童会活動においては、学校の全児童をもって組織する児童会において、学校生活の充実と向上のために諸問題を話し合い、協力してその解決を図る活動を行うこと。

平成10年 児童会活動においては，学校の全児童をもって組織する児童会において，学校生活の充実と向上のために諸問題を話し合い，協力してその解決を図る活動を行うこ
と。

平成20年 学校の全児童をもって組織する児童会において，学校生活の充実と向上を図る活動を行うこと。
（1） 児童会の計画や運営
（2） 異年齢集団による交流
（3） 学校行事への協力

平成29年 １の資質・能力を育成するため，学校の全児童をもって組織する児童会において，次の各活動を通して，それぞれの活動の意義及び活動を行う上で必要となることに
ついて理解し，主体的に考えて実践できるよう指導する。
（1） 児童会の組織づくりと児童会活動の計画や運営

児童が主体的に組織をつくり，役割を分担し，計画を立て，学校生活の課題を見いだし解決するために話し合い，合意形成を図り実践すること。
（2） 異年齢集団による交流

児童会が計画や運営を行う集会等の活動において，学年や学級が異なる児童と共に楽しく触れ合い，交流を図ること。
（3） 学校行事への協力

学校行事の特質に応じて，児童会の組織を活用して，計画の一部を担当したり，運営に協力したりすること。

児童会活動の内容の変遷（小学校）

※現行と同じ文言を青字としている。
※学習指導要領本則のうち、現行の児童会活動の内容と連続する主たる記載の変遷を記載。
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生徒会活動の内容の変遷（中学校）
内容

昭和33年 生徒会は，全校の生徒を会員とし，主として学校における生徒の生活の改善や福祉を目ざす活動，およびクラブ活動，学級活動などの生徒活動の連絡調整に関する
活動を行う。

昭和44年 生徒会は，全生徒をもって組織し，生徒の学校生活の改善と向上を図る活動および生徒活動における他の諸活動間の連絡調整に関する活動を行なうこと。
昭和52年 生徒会は，学校の全生徒をもって組織し，学校生活の充実や改善向上を図る活動，生徒の他の諸活動についての連絡調整に関する活動及び学校行事への協力に

関する活動を行うこと。

平成元年 生徒会活動においては、学校の全生徒をもって組織する生徒会において、学校生活の充実や改善向上を図る活動、生徒の諸活動についての連絡調整に関する活動及
び学校行事への協力に関する活動などを行うこと。

平成10年 生徒会活動においては，学校の全生徒をもって組織する生徒会において，学校生活の充実や改善向上を図る活動，生徒の諸活動についての連絡調整に関する活動，
学校行事への協力に関する活動，ボランティア活動などを行うこと。

平成20年 学校の全生徒をもって組織する生徒会において，学校生活の充実と向上を図る活動を行うこと。
（1） 生徒会の計画や運営
（2） 異年齢集団による交流
（3） 生徒の諸活動についての連絡調整
（4） 学校行事への協力
（5） ボランティア活動などの社会参加

平成29年 １の資質・能力を育成するため，学校の全生徒をもって組織する生徒会において，次の各活動を通して，それぞれの活動の意義及び活動を行う上で必要となることにつ
いて理解し，主体的に考えて実践できるよう指導する。
（１）生徒会の組織づくりと生徒会活動の計画や運営

生徒が主体的に組織をつくり，役割を分担し，計画を立て，学校生活の課題を見いだし解決するために話し合い，合意形成を図り実践すること。
（２）学校行事への協力

学校行事の特質に応じて，生徒会の組織を活用して，計画の一部を担当したり，運営に主体的に協力したりすること。
（３）ボランティア活動などの社会参画

地域や社会の課題を見いだし，具体的な対策を考え，実践し，地域や社会に参画できるようにすること。

※現行と同じ文言を青字としている。
※学習指導要領本則のうち、現行の生徒会活動の内容と連続する主たる記載の変遷を記載。
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小学校 中学校

昭和22年 「自由研究」
・児童の個性に赴く学びの時間
・クラブ活動
・当番の仕事、学級委員の仕事

昭和33年 「教科以外の活動の時間」
児童全体の集会、委員会、クラブ活動

「特別教育活動」
ホームルーム、生徒会、クラブ活動、生徒集会

昭和43年 「特別教育活動」
児童会活動、学級会活動、クラブ活動

「特別教育活動」
生徒会活動、クラブ活動、学級活動

昭和52年 「特別活動」
児童活動（児童会活動、学級会活動、クラブ活動）、学校行事、学級指導

「特別活動」
生徒活動（生徒会活動、クラブ活動、学級会活動）、学級指導、学校行事

平成元年 「特別活動」（７０）
児童活動（児童会活動、学級会活動、クラブ活動）、学校行事、学級指導

「特別活動」（７０）
生徒活動（生徒会活動、クラブ活動、学級会活動）、学級指導、学校行事

平成10年 「特別活動」（７０）
学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事

「特別活動」（７０）
学級活動、生徒会活動、学校行事

平成20年 「特別活動」（３５）
学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事

「特別活動」（３５）
学級活動、生徒会活動、学校行事

平成29年 「特別活動」（３５）
学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事

「特別活動」（３５）
学級活動、生徒会活動、学校行事

小中学校・クラブ活動の内容の変遷

※（）内は標準授業時数。
※学習指導要領本則の内容の変遷を記載。
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児童生徒への意識調査の結果学校生活が楽しい理由として、クラブ活動を挙げる小学生は約62%と３番目に多い

61.8
①

②

③

【出所】青森県「『青少年の意識に関する調査』 結果報告書」（令和7年3月）p.26 より作成
※調査実施期間：令和6年9月～10月 ※調査対象者：層化無作為抽出法により選定された小学校（６年生）及び中学校（２年生）の児童生徒、県内の県立及び私立高等学校の２年生全生徒 計10,851名
※回答者数：7,428名 80



内容

昭和33年 儀式 学芸的行事 保健体育的行事 遠足 学校給食 その他上記の目標を達成する教育活動

昭和43年 儀式 学芸的行事 保健体育的行事 遠足的行事 安全指導的行
事

昭和52年 儀式的行事 学芸的行事 体育的行事 遠足・旅行的行事 保健・安全的
行事

勤労・生産的行事

平成元年 儀式的行事 学芸的行事 健康安全・体育的行事 遠足・集団宿泊的行事 勤労生産・奉仕的
行事

平成10年 儀式的行事 学芸的行事 健康安全・体育的行事 遠足・集団宿泊的行事 勤労生産・奉仕的
行事

平成20年 儀式的行事 文化的行事 健康安全・体育的行事 遠足・集団宿泊的行事 勤労生産・奉仕的
行事

平成29年 儀式的行事 文化的行事 健康安全・体育的行事 遠足・集団宿泊的行事 勤労生産・奉仕的
行事

学校行事の内容の変遷（小学校）

※変遷過程において、前回改訂より変化した文言に下線を引き、現行と同じ文言を青字としている。
※学習指導要領本則の内容の変遷を記載。
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内容

昭和33年 儀式 学芸的行事 保健体育的行事 遠足 修学旅行 学校給食 その他上記の目標を達成する教育活動
（健康診断その他の調査や検査、退避その他の訓練、
大そうじ、朝会、映画鑑賞など(※)）

昭和44年 儀式的行事 学芸的行事 体育的行事 修学旅行的行事 保健・安全的行事 勤労・生産的行事

昭和52年 儀式的行事 学芸的行事 体育的行事 旅行・集団宿泊的行事 保健・安全的行事 勤労・生産的行事

平成元年 儀式的行事 学芸的行事 健康安全・体育的行事 旅行・集団宿泊的行事 勤労生産・奉仕的行事

平成10年 儀式的行事 学芸的行事 健康安全・体育的行事 旅行・集団宿泊的行事 勤労生産・奉仕的行事

平成20年 儀式的行事 文化的行事 健康安全・体育的行事 旅行・集団宿泊的行事 勤労生産・奉仕的行事

平成29年 儀式的行事 文化的行事 健康安全・体育的行事 旅行・集団宿泊的行事 勤労生産・奉仕的行事

学校行事の内容の変遷（中学校）

※変遷過程において、前回改訂より変化した文言に下線を引き、現行と同じ文言を青字としている。
※学習指導要領本則の内容の変遷を記載。

(※)解説より

82



内容

昭和35年 儀式 学芸的行事 保健体育的行事 遠足 修学旅行 その他上記の目標を達成する教育活動（学校給食等）

昭和45年 儀式的行事 学芸的行事 体育的行事 旅行的行事 保健・安全的行事 勤労・生産的行事

昭和53年 儀式的行事 学芸的行事 体育的行事 旅行的行事 保健・安全的行事 勤労・生産的行事

平成元年 儀式的行事 学芸的行事 健康安全・体育的行事 旅行・集団宿泊的行事 勤労生産・奉仕的行事

平成11年 儀式的行事 学芸的行事 健康安全・体育的行事 旅行・集団宿泊的行事 勤労生産・奉仕的行事

平成21年 儀式的行事 文化的行事 健康安全・体育的行事 旅行・集団宿泊的行事 勤労生産・奉仕的行事

平成30年 儀式的行事 文化的行事 健康安全・体育的行事 旅行・集団宿泊的行事 勤労生産・奉仕的行事

学校行事の内容の変遷（高等学校）

※変遷過程において、前回改訂より変化した文言に下線を引き、現行と同じ文言を青字としている。
※学習指導要領本則の内容の変遷を記載。
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中学校総則（抜粋） ※小学校、高校も同様

第１章第２の３（P22）

⑵ 授業時数等の取扱い
ア 各教科等の授業は，年間 35 週以上にわたって行うよう計画し，週当たりの授業時数が生徒の負担過重にならないようにするものとする。ただし，

各教科等や学習活動の特質に応じ効果的な場合には，夏季，冬季，学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め，これらの授
業を特定の期間に行うことができる。

イ 特別活動の授業のうち，生徒会活動及び学校行事については，それらの内容に応じ，年間，学期ごと，月ごとなどに適切な授業時数を充てるも
のとする。

ウ 各学校の時間割については，次の事項を踏まえ適切に編成するものとする。
(ア) 各教科等のそれぞれの授業の１単位時間は，各学校において，各教科等の年間授業時数を確保しつつ，生徒の発達の段階及び各教科

等や学習活動の特質を考慮して適切に定めること。
(イ) 各教科等の特質に応じ，10 分から 15 分程度の短い時間を活用して特定の教科等の指導を行う場合において，当該教科等を担当する

教師が，単元や題材など内容や時間のまとまりを見通した中で，その指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任をもって行う体
制が整備されているときは，その時間を当該教科等の年間授業時数に含めることができること。

(ウ) 給食，休憩などの時間については，各学校において工夫を加え，適切に定めること。
(エ) 各学校において，生徒や学校，地域の実態，各教科等や学習活動の特質等に応じて，創意工夫を生かした時間割を弾力的に編成でき

ること。
エ 総合的な学習の時間における学習活動により，特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては，総

合的な学習の時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。

学習指導要領（総則）抜粋
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中学校総則 解説（抜粋） ※小学校、高校も同様
（P68-69）
総合的な学習の時間において，例えば，自然体験活動やボランティア活動を行う場合において，これらの活動は集団活動の形態をとる場合が多く，よりよい人間関係の形成や公
共の精神の育成など，特別活動の趣旨も踏まえた活動とすることが考えられる。すなわち，
• 総合的な学習の時間に行われる自然体験活動は，環境や自然を課題とした問題の解決や探究活動として行われると同時に，「平素と異なる生活環境にあって，見聞を広

め，自然や文化などに親しむとともに，よりよい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積むことができる」旅行・集団宿泊的行事と，
• 総合的な学習の時間に行われる職場体験活動やボランティア活動は，社会との関わりを考える学習活動として行われると同時に，「勤労の尊さや生産の喜びを体得し，職

場体験活動などの勤労観・職業観に関わる啓発的な体験が得られるようにするとともに，共に助け合って生きることの喜びを体得し，ボランティア活動などの社会奉仕の精神を
養う体験が得られる」勤労生産・奉仕的行事と，

それぞれ同様の成果も期待できると考えられる。このような場合，総合的な学習の時間とは別に，特別活動として改めてこれらの体験活動を行わないとすることも考えられる。このた
め，本項により，総合的な学習の時間の実施による特別活動の代替を認めている。
なお，本項の記述は，総合的な学習の時間において，総合的な学習の時間と特別活動の両方の趣旨を踏まえた体験活動を実施した場合に特別活動の代替を認めるものであっ
て，特別活動において体験活動を実施したことをもって総合的な学習の時間の代替を認めるものではない。また，総合的な学習の時間において体験活動を行ったことのみをもって
特別活動の代替を認めるものでもなく，よりよい人間関係の形成や公共の精神の育成といった特別活動の趣旨を踏まえる必要があることは言うまでもない。このほか，例えば，補充
学習のような専ら特定の教科の知識及び技能の習得を図る学習活動や運動会のような特別活動の健康安全・体育的行事の準備などを総合的な学習の時間に行うことは，総
合的な学習の時間の趣旨になじまないことは第４章総合的な学習の時間に示すとおりである。

中学校総合 解説（抜粋） ※小学校、高校も同様
（P41-42）
総合的な学習の時間と特別活動との関連については，第１章総則の第２の３の （2）のエに，「総合的な学習の時間における学習活動により，特別活動の学校行事に掲げる
各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては，総合的な学習の時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることがで
きる。」との記述がある。これは総合的な学習の時間についての記述であり，探究的な学習であることが前提となっている。総合的な学習の時間において探究的な学習が行われる中
で体験活動を実施した結果，学校行事として同様の成果が期待できる場合にのみ，特別活動の学校行事を実施したと判断してもよいことを示しているものである。特別活動の学
校行事を総合的な学習の時間として安易に流用して実施することを許容しているものではない。
（P55）
なお，体験活動の具体例としては，例えば，職場での体験を通して実社会を垣間見ることにより勤労観・職業観を醸成する職場体験活動なども考えられる。この体験活動は，

特別活動として実施する勤労生産・奉仕的行事として行うことも考えられるが，総合的な学習の時間に位置付けて実施する場合には，問題の解決や探究活動に適切に位置付く
学習活動でなければならない。 このように総合的な学習の時間において，学校行事と関連付けて体験活動を実施することもあり得る。しかし，その場合でも，必ず総合的な学習
の時間の目標及び内容を踏まえたものであること，探究的な学習の過程に位置付いていることなどを満たさなければならない。その上で実際に総合的な学習の時間の要件を満たす
活動の時数だけを正確に算出して，総合的な学習の時間の時数として計上することが求められる。
平成20年の学習指導要領解説において，運動会の準備や応援練習など（※高校解説においては、文化的行事や健康安全・体育的行事の準備など）は総合的な学習の時
間として適切ではないことが明記されたが，一方で十分な改善が図られていないという指摘もある。総合的な学習の時間と特別活動との目標や内容の違いを踏まえ，それぞれの時
間に相応しい体験活動を行わなければならない。
  総合的な学習の時間と特別活動との関連を意識し，適切に体験活動を位置付けるためには，次のような点に十分配慮すべきである。例えば，修学旅行と関連を図る場合は，
その土地に行かなければ解決し得ない学習課題を生徒自らが設定していること，現地の学習活動の計画を生徒が立てること，その上で，現地では見学やインタビューの機会を設け
るなど生徒の自主的な学習活動を保障すること， 事後は，解決できた部分をまとめ，解決できなかった部分を別の手段で追究する学習活動を行うことなど，一連の学習活動が
探究的な学習となっていることが必要である。こうしたことに十分配慮した上で，総合的な学習の時間と特別活動とを関連させて実施することが考えられる。その際，総合的な学習
の時間の目標や内容に関わらない時間については，総合的な学習の時間に該当しないことは当然であり，適切な時数が配当されるよう十分に注意しなければならない。

指導要領解説（総合・学校行事関連部分） 抜粋
令 和 8 年 4 月 1 5 日
第6回生活、総合WG
資 料 2 p . 4 9
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実生活・実社会の課題に関する探究
例)「地域探究プログラム」、ESD 等

実生活・実社会の課題に関する探究
例)ESD、防災減災教育 等

● 深い学びを目指して、自然（森林・山、海）や地域社会の中で主体的に関わり、実生活・実社会とのつながりの中で子供たちが身体を通して
質の高い探究的な学びとなる体験活動を提供。

● 発達に即した幼小中高校間における探究・探究的な学びの接続を念頭に、他者との対話や協働を通じてよりよく課題を解決する、豊かな人生や
持続可能な社会の実現に向けて行動しようとする力を育むため、デジタル技術活用を含めた先駆的プログラムを開発・普及。

総合的な学習の時間 総合的な探究の時間

①

体験活動における子どもの発達段階に応じた質の高い「探究的な学び」

生活科

自然とかかわる活動

例)草花遊び、そり遊び
浜遊び 等

遊びを
通じた学び

総合的な学習の時間

実生活・実社会の課題に関する探究

例)ESD、森林学習、海の環境教育 等

各教科等： 総合的な学習の時間（探究）を中心に、理科・社会等の各教科と関連付けた教科横断的な体験活動や、他者との協働・対話
の力を育むこと目的としたアドベンチャー教育など、特別活動や道徳等と関連付け、組み合わせた体験活動を提供。

幼児向けの
プログラム

世界に一つ、自分の作品
をタブレットで撮影・表現

幼児期 中学生 青
年高校生小学校

低学年 中学年 高学年

探 究

探究的な学び

【今後の学校との連携・教師負担軽減のためのサポート体制強化の方向性】
●事前相談を通じた事前・事後学習でのサポート（教員や児童生徒が参照できる、動画、教材、指導案、ワークシート、振り返り・評価シート等ツールを
これまでの蓄積を活かして開発、学校等のニーズに応じて提供）。WEB上でダウンロードして学校でカスタマイズして活用いただけるプラットフォーム形成。

●職員や外部指導員等による安全管理も含めた「直接指導」の充実 ●学校のニーズを踏まえた教員研修機会の提供
●職員等による学校でのアウトリーチ活動と施設での体験との組み合わせ ●機構職員のファシリテーション力向上 等

森林・水の循環について教科学習と自然体験で
得た知見・感覚を活かした往還的な深い学びへ

カードゲームで森と人、
職業などとのつながりを
イメージして問いをたてる

体験活動の中で森林と水
の循環について発見、体感
し、仲間と整理・発表

（デジタル技術活用例）
・ＡRによる体験の拡張

・ プログラミングや、自然を測る
センサー、ＡＩの体験等

・ プログラミングや自然を測るセンサーを
活用（情報収集・整理・分析）した探究学習

地域・社会にある課題解決に向けた取組を
行い、新たな価値を創造

地域の学校・地域・企業など多様な人々
と対話・協働しながら「地域探究」

今後、デジタル技術活用による探究的な深い学びにつながる
活動プログラムを開発・普及

参照：令和8年4月15日
第 6 回 生 活 、 総 合 W G
資 料 2 p . 5 1（独）国立青少年教育振興機構
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修学旅行の体験内容の変更についての調査結果

※『教育旅行年報データブック2025』を基に事務局で資料を作成

 「今後の修学旅行のあり方や実施方法に影響や変化がある」とした学校のうち、中学校で約35％、
高校で約30％が、体験内容について、探究型プログラムの実施を検討していることを示す調査がある。

※「今後の修学旅行のあり方や実施方法に影響や変化がある」
とした学校数（国公私）

中学校 330校 / 957校（回答校数）
高等学校 343校 / 1,065校 （回答校数）

問 今後の影響・変化～体験内容（複数回答可）

令 和 8 年 4 月 1 5 日
第6回生活、総合WG
資 料 2 p . 5 2
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学校を欠席したい気持ちを減らせる理由として、
学校行事を挙げる小中学生は約22%と4番目に多い

【出所】栃木県教育委員会「不登校に関する調査 集計結果」令和7年3月, p.20, 22より作成。本調査は、令和6年7～8月に、県内全ての公立小学校６年生、公立中学校２年生、県立高校全日制課程２年生の計約４万人を
対象に実施。本設問は、病気やけが以外の理由による欠席意向がある（「よくある」、または、「ときどきある」）と回答した児童生徒のうち、実際に学校を欠席した（「いつも欠席していた」、または、「ときどき欠席することがあった」）と回答した
児童生徒を対象としたもの。

22.2 22.3

①

②

③

④ ④

①

②

③
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注１）キャリア： 人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分
                       と役割との関係を見いだしていく連なりや積み重ね

産業構造や就業構造の変化、職業に関する教育
に対する社会の認識、子ども・若者の変化等、社
会全体を通じた構造的問題が存在。

２．キャリア教育・職業教育の基本的方向性１．若者の現状

注２）基礎的・汎用的能力： ① 人間関係形成・社会形成能力 ② 自己理解・自己管理能力
③ 課題対応能力 ④ キャリアプランニング能力

 実践的な職業教育を充実
 職業教育の意義を再評価することが必要

 幼児期の教育から高等教育まで、発達の段階
に応じ体系的に実施
 様々な教育活動を通じ、基礎的・汎用的能力

（注２）を中心に育成

家
庭
、
地
域
・
社
会
、
企
業
、
経
済
団
体
・
職
能
団
体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
と
連
携

各
界
が
各
々
役
割
を
発
揮
し
、
一
体
と
な
っ
た
取
組
が
重
要

◆「学校から社会・職業への移行」が円滑に
行われていない。
・完全失業率 約９％（約2.6％）
・無業者 約６３万人（約５9万人）
・早期離職 高卒４割、大卒３割
（※数値は、平成２３年答申当時のもの。（ ）内は令和５年時点のもの。）

◆「社会的・職業的自立」に向けて様々な課題
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力等職業人としての基本的能力の低下
・職業意識・職業観の未熟さ
・進路意識・目的意識が希薄な進学者の増加

＜キャリア教育・職業教育の課題と基本的方向性＞

資料３

〇 社会を構成する各界が互いに役割を認識し、一
体となり対応することが必要。

〇 キャリア教育・職業教育を充実していかなけれ
ばならない。

キャリア教育
一人一人の社会的・職業的自立に向け、必要な基
盤となる能力や態度を育てることを通して、キャ
リア（注1）発達を促す教育

職業教育
一定又は特定の職業に従事するために必要な知識、
技能、能力や態度を育てる教育

生涯学習の観点に立ったキャリア形成支援
生涯にわたる社会人・職業人としてのキャリア形成（社
会・職業へ移行した後の学習者や、中途退学者・無業者
等）を支援する機能を充実することが必要

「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」 概要
（中央教育審議会 平成23年1月31日答申）
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66

学習指指導要領において、特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育
の充実を図ることを、小・中・高等学校の総則にそれぞれ規定。

■ 特別活動を要としつつ、総合的な学習の時間や学校行事、道徳科や各教科における学習、個別指導としてのカウ
ンセリング等の機会を生かしつつ、学校の教育活動全体を通じて実施すること。

■ キャリアの視点を大事にし、将来の生活や社会と関連付けながら見通しを持ったり、振り返ったりしながら学ぶ
「主体的・対話的で深い学び」を実現すること。

■ 社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力である「基礎的・汎用的能力」を育成すること。
■ キャリア教育を実践し、学校生活と社会生活や職業生活を結び、関連付け、将来の夢と学業を結びつけることに

より、児童生徒の学習意欲を喚起すること。

「人間関係形成・社会形成能力」 多様な他者を理解し、相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝えることができるとともに、
自分の役割を果たしつつ他者と協力・協働して社会に参画することができる力。

「自己理解・自己管理能力」 自分と社会との相互関係を保ちつつ、今後の自分自身の可能性を含めた肯定的な理解に基づき
主体的に行動すると同時に、自らの思考や感情を律し、進んで学ぼうとする力。

「課題対応能力」 仕事をする上での様々な課題を発見・分析し、適切な計画を立ててその課題を処理し、解決することができる力。

「キャリアプランニング能力」 「働くこと」の意義を理解し、自らが果たすべき様々な立場や役割との関連を踏まえて
「働くこと」を位置付け、多様な生き方について、自ら主体的に判断してキャリアを形成していく力。

○学校における体系的・系統的なキャリア教育実践の促進
○職場体験活動や（アカデミック）インターンシップなどの職業に関する体験活動の充実
○学校と地域・社会や産業界等が連携・協働した取組の促進
○児童生徒が活動を記録し蓄積する教材等（キャリア・パスポート）の活用

基
礎
的
・
汎
用
的
能
力

基本的な方向性

具体的な方向性

学習指導要領におけるキャリア教育の充実
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各
教
科

道
徳

総
合
的
な

学
習
の
時
間

特
別
活
動

第１学年 第２学年 第３学年

○職場体験活動

○保健体育
団体競技で仲間の大
切さやルールの大切
さを知る

○理科
理科で学習する内
容と様々な職業と
の関係を知る

○職業調べ
世の中の職業につ
いて調べる

○ボランティア活動
共に助け合って生きる
喜びを体感する

礼儀の意義を理解し、
時と場に応じた適切
な言動をとることを
学ぶ

○英語
円滑にコミュニケー
ションを図ろうとする
態度を身に付ける

勤労の尊さや意義
を理解する

○学級活動
委員会や係を決め、
自己と他者の個性を
理解し尊重する

○職場体験新聞の発表
体験内容について新聞を
作成して発表

○上級学校訪問
将来の職業生活を想定し
た進路選択を考える

人間関係形成・
社会形成能力

自己理解・
自己管理能力

課題対応能力

キャリアプラン
ニング能力

基礎的・汎用的
能力の育成

＜中学校での実践のイメージ＞

○ 職場体験・インターンシップなどの体験的な学習を効果的に活用し、地域・社会や産業界と連携しながら、各教科、道徳、総
合的な学習の時間、特別活動など学校の教育活動全体を通じて、社会的・職業的自立に必要な基盤となる能力・態度を育成。

○ 学校における教育活動の一つ一つを、基礎的・汎用的能力の育成の観点から体系的・系統的に再構成・実行することにより、
児童生徒のキャリア発達を促す。

地域・社会や産業界との連携・協働

○社会
職業の意義・役割や
雇用と労働条件など
について学ぶ

○学校行事
責任感や連帯感を
身に付ける

高校では「インターンシップ」

学校におけるキャリア教育の取組
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・実際的な知識や技能の学習
・学校での学習と職業の関係の理解が深まる
・望ましい職業観・勤労観の育成
・コミュニケーション能力等の向上 など

○ 令和４年度は、前年度より回復したものの、引き続きコロナ禍にあり実施率が戻っていない状況。
○ 令和5年度は、コロナ禍以前の実施率に戻りつつある状況。

【留意点等】
◆大学進学希望者が多い普通科の高等学校においても、例えば、大学・大学院等での

学習や研究経験を必要とする職業に焦点を当て、大学等の専門機関において実施す
る就業体験活動（いわゆる「アカデミック・インターンシップ」）を充実するなど、
それぞれの高等学校や生徒の特性を踏まえた多様な展開が期待される。

◆職場体験・インターンシップ等を行う際は、職業に対する性別役割分担意識の植え
付けにつながらないよう指導することが求められている。

実施状況

主な教育効果

98.6 97.9 

88.9 88.0 

28.5 

54.1 
76.2 

0

50

100

H25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5
実施している学校
中学２年生で実施している学校

83.7 

88.2 

66.5 
74.6 

94.8 96.1 
81.3 90.2 

79.4 

86.6 
62.5 70.0 

0
20
40
60
80

100

H25 26 27 28 29 30 R元 2 3 4 5

全体 職業に関する学科 普通科

31.5 
40.3 

15.6 22.3 

66.4 72.0 

34.4 
51.3 

18.6 
26.7 

8.8 12.6 0
20
40
60
80

100

H2
5 26 27 28 29 30 R元
2 3 4 5

全体 職業に関する学科 普通科

（％）（％）（％）

＜実施している学校の割合＞ ＜在学中に体験した高校生の割合＞
公立中学校【職場体験】 公立高等学校(全日制) 【インターンシップ】 公立高等学校(全日制) 【インターンシップ】

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度は調査を実施していない。
※ 中学校の職場体験については、令和元年度までは、国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターの調査結果。

令和３年度からは、全国学力・学習状況調査結果。

※ 高等学校のインターンシップについては、同センターの調査結果。令和３年度は、調査内容を以下のとおり変更した。
・「全日制＋定時制」の実施率は調査しているが、全日制のみの実施率は調査していない。

【参考】公立高等学校「全日制+定時制」の実施率（R元 : 85.0%  →  R3 : 52.9% ）
・学科別の実施率は調査していない。
・各都道府県所管課等で把握している範囲で回答を依頼。

※ 国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センターの調
査結果。

※ 令和２年度及び令和３年度は、新型コロナウイルス感染症
の影響により、本項目の調査を実施していない。

職場体験・インターンシップについて
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「キャリア・パスポート」について

○学習指導要領 総則（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校（小・中・高等部））
児童生徒が，「学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら，社会的・職業的自立に向けて必要な基盤とな

る資質・能力を身に付けていくことができるよう，特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて，キャリア教育の
充実を図ること」
○学習指導要領 特別活動（小・中学校、高等学校、特別支援学校（小・中・高等部））
３内容の取扱い

「学校，家庭及び地域における学習や生活の見通しを立て，学んだことを振り返りながら，新たな学習や生活への意
欲につなげたり，将来の生き方を考えたりする活動を行う」際に，児童生徒が「活動を記録し蓄積する教材等を活用
すること」

背景（学習指導要領抜粋）

「キャリア・パスポート」の例示資料等を作成（Ｈ３１年３月、全都道府県教育委員会等に周知）

「キャリア・パスポート」

児童生徒が自らの学習活動等の学びのプロ
セスを記述し振り返ることができるポート
フォリオ的な教材

 記述するワークシートは児童生徒の発達段
階を踏まえた構成とし、小学校から高等学校
までの「学びの記録」とする

 ワークシートの散逸を避け、有効に振り返
りができるように小学校から高等学校までの
記録を一冊に綴じ込むこととする

 国及び教育委員会が示すワークシートを参
考としつつ、地域の実情や各学校の特色等に
応じたワークシートを作成する

 進級進学時には、次の学年・上級学校に持
ち上がり、継続的かつ系統的に蓄積する

例：中学３年生（学期初め・学期末）

「キャリア・パスポート」について
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検討項目④ 中核的な概念等(2)

【B 資質・能力の深まりを示す観点】
・要素となる個別の資質・能力の「深まり」を示す事ができているか。具体的には、内容のまとまりを単に要約した「見出し」に留まるのでは
なく、個別の資質・能力が児童生徒の中で相互に関連付けられて、統合的に獲得された際の姿を示すことができているか

・要素となる個別の資質・能力を学ぶことの意義（※）や、それを広く社会において、いつ、どのような文脈で活用することができるのか、を教
師がイメージしやすいものとなっているか

【C 深い学びを実現する単元づくりを助ける観点】
・教師が単元構想時に、「知識及び技能の統合的な理解」と、それにぶら下がる個別の「知・技」、 「思考力・判断力・表現力等の総合
的な発揮」と、それにぶら下がる個別の「思・判・表」とを往還して参照した際、単元を通じて児童生徒が追究する本質的な「問い」を構想
する上で参考になるか

・教師が単元構想時に、 「思考力・判断力・表現力等の総合的な発揮」と、それにぶら下がる個別の「思・判・表」とを往還して参照した
際、論述・レポート・発表・作品製作等、単元を通じて児童生徒が資質・能力を総合的に発揮しながら取り組む課題を構想する上で参
考になるか

【D 分かりやすさ等の観点】
・経験の浅い教師も含めて、一人一人の教師にとって、分かりやすく、使いやすいことに加え、教科等の面白さや魅力が伝わる文言となって
いるか（学習・指導を通じて、最終的には児童生徒自身が掴むことができる必要があるという点も留意）

・学校種・学年等、発達段階に即して妥当なものとなっているか（系統性等の重視により、発達段階に照らし過度に抽象的となっていな
いか等）

【A 教科等の本質的意義の中核に照らした重要性の観点】
・目標の達成に資する上で重要であるとともに、各教科等の本質的意義の中核（「見方・考え方」）に照らし適切なものであるといえるか

「高次の資質・能力」を検討する上でのチェックポイント（案）

（※）学ぶことの「意義」は必ずしも実生活における実用的な側面にとどまらない点に留意

参照：令和7年10月14日
第2回総則・評価特別部会
資 料 １ ー １ p . 1 5

94



大学数出生数 高校入試（公立）

北海道

青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城

群馬

富山

山梨

長野

岐阜

愛知

滋賀

京都

兵庫

奈良

和歌山

鳥取

島根

県トップ進学校 倍率（2025）

倍率1未満の県3分の２

札幌南高校（北海道） 1.３０倍

青森高校（青森県） 1.０7倍

仙台第二高校（宮城県） 1.21倍

岡山朝日高校（岡山県） 0.98倍

高松高校（香川県） 1.１０倍出典）文科省「学校基本調査」出典）厚労省「人口動態調査」

約50年で4割以下 約50年で2倍以上

出生数の減少とともに、公立高入試も倍率低下
（2/3の道府県で１倍未満）
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愛媛
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長崎
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鹿児島

沖縄

【出所】小村俊平・ベネッセHD経営企画推進本部長ご発表資料（文部科学省勉強会2025/2/18）を基に、ベネッセコーポレーション提供の更新データを反映して作成。
出典）ベネッセコーポレーション調べ
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【出所】文部科学省 「国公私立大学入学選抜実施状況」 より作成

令和６年度に入学者数が募集定員を下回った

570,000

580,000
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600,000

610,000

620,000

630,000

H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

募集定員 入学者数

613,453

【大学入学者数と募集定員の推移】

625,188
（人）

（年度）

※なお、令和7年度の数値は外国人留学生を対象とする選抜を含むため、令和6年度入学者選抜の数値との比較はできない。 96



平成１２年度(ＡＯ入試調査開始年度)に比べて、総合型選抜、学校推薦型選抜を経由した入学者が
大きく増加しており、入試方法の多様化が進んでいる。

【平成12年度】 【令和６年度】

（入学者計：592,878人） （入学者計：613,453人）

（注）「その他」（平成12年度）：専門高校・総合学科卒業生入試、社会人入試、帰国子女・中国引揚者等子女入試など
「その他」（令和６年度）：専門学科・総合学科卒業生選抜、社会人選抜、帰国生徒・中国引揚者等生徒選抜及びその他選抜

大学入試の変化について

（出典）令和６年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要：文部科学省

参照：令和7年9月25日
教育課程企画特別部会
論 点 整 理
参 考 資 料 集 p . 1 9 9

16.1%

35.0%

51.1%
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令和８年３月の高卒求人倍率が過去最高の4.12倍に

【出所】厚生労働省 令和７年度「高校・中学新卒者のハローワーク求人に係る 求人・求職・就職内定状況」取りまとめ（令和8年3月末現在）より作成
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【出所】リクルート進学総研（2025）「「高校教育改革に関する調査 2024」報告書 」 p.73 より作成

高校のキャリア教育について、ホームルーム活動と並んで
総合的な探究（学習）の時間で実施しているとの調査結果

73.6

60.8
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令 和 7 年 5 月 2 2 日
第8回教育課程企画特別部会
資 料 １ － １ p . 9
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「自分の興味や適性がわからない」と答える大学進学者はおよそ３割

【出所】リクルート進学総研 高校生の進路選択に関する調査「進学センサス2025」 p.7 より作成

29.0
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３～４割の高校生が自分の進路選択に不安

【出所】一般社団法人全国高等学校PTA連合会、株式会社リクルート「高校生と保護者の進路に関する意識調査」（2025年）p.40 より作成

42.8 35.2 32.6
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高校生が受験する大学・学部を決める際に重視した点が変化。
入試難易度が自分に合っている

世間に大学名が知られている

減

減

入試方式が自分に合っている増

合格が早く決まる増

興味のある学問分野がある

減

興味のある学問分野がある生徒の割合は減少傾向
（大学進学動向）

【出所】ベネッセ教育総合研究所「第4回 大学生の学習・生活実態調査 【データ集】」（2022年7月）p.10 より作成 103



「進路を深く考える」経験は、
主体的に学習に取り組む姿勢をつくるのにも有効とする調査もある

【出所】 株式会社ベネッセコーポレーション「『子どもの生活と学びに関する親子調査2024』結果 『進路を深く考える経験』は学習意欲を高め、学習行動を促進」 
2025.5.29最終更新, 図表１－１ より作成

進路を深く
考える経験

あり

進路を深く
考える経験

あり
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職業希望が一貫している子供は、「進路を深く考える」経験が少ない傾向があり、
様々な選択肢に触れ、柔軟に進路を考えることも、これからの時代にはより重要になる

【出所】 株式会社ベネッセコーポレーション「『子どもの生活と学びに関する親子調査2024』結果 『進路を深く考える経験』は学習意欲を高め、学習行動を促進」 
2025.5.29最終更新, 図表３－２より作成

なりたい
職業が
一致して
いる
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他3か国と比較し、日本の高校生は、自分の将来について
はっきり目標をもっている割合が64%ともっとも低く、不安を感じている割合はもっとも高い

【出所】国立青少年教育振興機構 「高校生の進路と職業意識に関する調査報告書 ―日本・米国・中国・韓国の比較―」（令和５年６月）p. 28-29 より作成
※調査時期：2022年9月～2023年1月 ※調査対象：高校生（日本28校、米国13校、中国24校、韓国34校） ※有効回答者数：日本4,822名、米国1,874名、中国3,772名、韓国1,814名

64.0

79.3
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高校が挙げるキャリア教育の今後の課題として、
「教員の負担の大きさ」が歴代1位（直近調査結果では約66％）

66.2

【出所】株式会社リクルート「『高校教育改革に関する調査 2024』 報告書」（2025年1月9日） p.76 より作成
※調査時期：2024年9月5日～9月20日 ※調査対象：全国の全日制高等学校4,679校 ※集計対象数：671件 107



他3か国と比較し、日本の高校生は「働くこと」のイメージにおいて
「生活のため」が約7割ともっとも多い

【出所】国立青少年教育振興機構 「高校生の進路と職業意識に関する調査報告書 ―日本・米国・中国・韓国の比較―」（令和５年６月）p. 19 より作成
※調査時期：2022年9月～2023年1月 ※調査対象：高校生（日本28校、米国13校、中国24校、韓国34校） ※有効回答者数：日本4,822名、米国1,874名、中国3,772名、韓国1,814名

68.6 ①

②

③
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職場体験・インターンシップの実施率は回復傾向にあるが、
コロナ禍以前の実施率には未到達

【出所】文部科学省「職場体験・インターンシップ実施状況等結果」 より作成

【職場体験・インターンシップを実施している学校の割合】

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和２年度調査は実施していない。
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校内でのキャリアパスポートの活用に対する共通理解不足や
時間の不足、デジタルへの対応ができていないことに課題感

（小中高・担任調査） 「キャリア・パスポート」の運用に関する課題認識（一部抜粋）

27.6 

53.0 

50.1 

34.4 

48.4 

43.3 

47.6 

41.0 

31.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

校内で活用に対する共通理解がなされていない

教員がコメントを書くための時間が確保されていない

紙での活用が基本であり，データ化ができていない

小学校

中学校

高等学校

「学級担任・ホームルーム担任調査」 小学校・中学校：問13、高等学校：問１４

【出所】 国立教育政策研究所「令和７年度キャリア教育に関する総合的研究 第一次報告書」（令和８年１月） より作成
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キャリア教育の時間の確保や
キャリア・パスポートの活用方法の難しさに課題感

【出所】千葉県教育委員会「キャリア教育の推進に係る調査研究事業 調査報告書」（令和6年3月）p. 65 より作成 111



① 新技術の研究及び社会実装を担う科学技術人材育成のための施策の強化
●産学での研究開発を通じ研究者・技術者の育成、若手研究者を中心とした新興・融合研究の促進、博士課程学生・高度専門人材
の処遇向上・活躍促進、小中高での優れた科学技術人材の育成、研究者の海外派遣や国際共同研究の加速等

●基盤的経費と多様な競争的研究費の充実・強化（国立大学法人運営費交付金と科研費の大幅拡充を含む）、共創拠点の強化 等

② 産業イノベーションをけん引する研究大学群や国立研究開発法人の機能強化
●戦略17分野を中心とする産業競争力強化に貢献する、新技術立国の核となる新たな大学群の形成に向け、特定分野において特に
高い研究力を有し高度な経営を行う大学を認定し、当該分野における研究開発及び社会実装（研究環境の整備を含む）を中長期
的に支援する新たな制度の創設を検討

●17の戦略分野に対応した大学や国立研究開発法人のプラットフォーム機能の強化
      （例：企業や大学等に対する研究施設・設備、専門人材の知見、セキュアな環境を担保したオフキャンパス機能等の提供、

人材育成・流動機能の強化）

③ コンテンツの振興を担う人材の育成や裾野拡大
●マンガ・アニメ・ゲーム等のコンテンツ分野の人材育成
●我が国のコンテンツの多様性を生み出す歴史や伝統、地域性等に根差した舞台芸術や美術等の分野における人材育成や裾野拡大
●観光や教育等の他分野と連携し文化芸術による地域活性化を担う人材の育成、文化芸術に関する教育の充実

（２）「成長分野」を牽引する科学技術人材・クリエイティブ人材の育成

（３）「人材力」の基盤となる環境整備

●固定的なキャリア観の刷新やアンコンシャスバイアスの払拭に向けたキャリア教育の推進、女子中高生の理系進路選択支援の強化等
●次期学習指導要領が目指す主体的・対話的で深い学びの実装をはじめ、AX時代に向けた環境整備
（質の高い教師の養成・確保・徹底した伴走支援、情報活用能力の抜本的な向上に向けた取組、創造的な学習環境・教材・
研究施設・設備の計画的な整備）

特定分野に特異な才能のある児童生徒の資質・能力を最大限伸ばす教育の充実に向けた相談支援体制の構築
● 「AI for Science」の推進と、それを支える研究インフラの構築
●運動・スポーツを活用した健康インフラの構築（運動・スポーツ推進企業に対する支援、関連ビジネス市場の拡大を含めた企業

向け運動・スポーツ関連サービスの強化、地域の運動・スポーツ資源の開放による身近な運動・スポーツの場や機会の
拡大及び生涯スポーツにつなげるための子供の頃からの運動・スポーツ基盤の構築等）

参照：令和8年4月28日
高校から大学・大学院等を
通した人材育成システム改
革ビジョン（概要） p.3
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４. 学習・指導・評価の改善充実の在り方
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多様な投票の方法（イメージ）

高い
すべての案に対する意見が反映される

低い
一部の案への意見しか反映されない

決選
投票

単純
多数決

一人一票の原則のもと投票
し、もっとも得票数の多い案
を選ぶ。

多数決
（一人一票）

認定投票
（一人複数承認投票）

例：最高裁判所裁判官の
国民審査

ボルダルール
（順位付け得点投票）
例：メジャーリーグのMVP選出

所要時間＊短い 長い
＊投票の運営（準備、場の設定、集計）全体にかかる時間を指す。
投票者が回答にかかる時間も含む。

 確かな民主主義の担い手の育成や共生社会の実現に向け、安易な多数決を回避し、少数意見を吟味して納得解・暫定解を形
成する重要性を学ぶにあたって、単純多数決以外の意見の可視化・吟味の方法としては、例えば以下のようなものが知られている。

 従来こうした方法は実現困難であったが、GIGAスクール構想の下で活用可能なクラウドツールにより大人数の意見の集約・集計・可
視化が容易になり、丁寧な合意形成を実現しうるインフラが整ったものと考えられる。

意
見
の
反
映
度

メリット
• 賛成する人の多い案を選びやすい
• 一票投じればよいため、投票者の手間が少ない

デメリット
一部の案への意見しか反映できず、納得感につながりにくい

メリット
投票者のポジティブな評価の重み
付けを反映しやすい

デメリット
すべての案について順位付けする
必要があり、投票者に大きな負荷
がかかる

メリット
反対する人が少ない案を選び
やすい

デメリット
支持できる、できないの線引き
をする必要があり、投票者に一
定の負荷がかかる

投票者が「支持できるすべて
の案」に投票し、認定数が
もっとも多い案を選ぶ。

投票者がすべての案を順位付けする。
順位に応じて点数を配分し、全投票者
の合計点がもっとも高い案を選ぶ。

［最終決定ではない、案への意見の可視化・吟味を含む］

※あくまで例示であり、目の前の子供たちの発達や合意形成の難易度等、状況に応じて意見の可視化・吟味方法を選び取っていく必要があることに留意。
※本図では典型的な方法を示しており、より厳密な意見の反映を可能とする仕組みの導入等、様々な発展形があることに留意。
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多様な投票の方法（詳細）

意
見
の
反
映
度

高い
すべての案に対する意見が

反映される

低い
一部の案への意見しか

反映されない

投票方法 具体的な内容
ボルダルール 投票者からもっとも評価されている案を選ぶ

…投票者がすべての案を順位付けする。順位に応じて点数を配分し、全投票者の合計点がもっと
も高い案を選ぶ。

認定投票 投票者にもっとも許容される案を選ぶ
…投票者が「支持できるすべての案」に投票し、認定数がもっとも多い案を選ぶ。

逐次最下位削除 得票が少ない案から削除していきながら選ぶ
…投票者がすべての案に順位付けを行い、一位票のみを集計。最下位の案を順次除外しながら
再集計を行っていき、最終的に過半数を獲得した案を選ぶ。

コンドルセルール 一対一の比較で負けない案を選ぶ
…投票者がすべての案を順位付けする。すべての案について一対一の多数決比較を行い、他のす
べての案に勝つ案を選ぶ。

決選投票 上位2位の案から選ぶ
…一人一票の原則のもと投票し、過半数の人が選択した案を選ぶ。
最初の投票で過半数票を得る案がなかった場合、上位２位の案で決選投票し、過半数を獲得
した案を選ぶ。

単純多数決 もっとも多くの投票者から支持を得た案を選ぶ
…一人一票の原則のもと投票し、得票数のもっとも多い案を選ぶ。

［最終決定ではない、案への意見の可視化・吟味を含む］
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話し合いについて①

 中原（2022）は、話し合いについて、あらかじめ答えがない「不確実な世界」において、様々な価値観を含む「多様性の壁」を乗
り越え、「民主主義」を守っていくために必要な基礎スキルであるとした上で、よい話し合いを「➀対話＋②決断」の２つのフェイズか
ら構成されるものとし、参加者がフェイズを認識しながら話し合いを進めることが重要であるとしている。

【対話の要素】
① ケリがついていないテーマのもとでの話し合い
② 人が向き合って、フラットに、言葉を交わす
③ 自分（自己の価値観、経験）を持ち寄る
④ 今ここに「全集中」し（当事者性）、意見を受け取り、

ズレを確かめ合う
     
⑤ 自分の捉われに気付き、他者を理解できる
⑥ 共通理解をつくりあげられる

➀対話する
人々が自分の考えを表明し、

お互いの考えのズレを認識し、認め合う

➁決断する
議論して決める

【「話し合い」の２つのフェイズ】

「私（I）は
～と感じる」
を表出し合う

「私たち
（We）は
～したい」を
決める

(出所）中原淳「話し合いの作法」P91, 235等を基に作成

対話：結論を直ちに出すのではなく、相互
の「違い」の理解を深めるコミュニケーション

議論：「私たち（We）」にとって最善
の選択は何かを皆で探り合うこと

※ 対話することなく「直ちに多数決」とすることを、腹落ち感や納得感が得られず決まったことが動かないなど、
     「最も話し合いから遠ざかった状況」としている

【決断のルール】
① メリット・デメリットを明らかにする
② 多数決に安易に逃げない
③ 「誰が決めるか」を決める
④ 「いつ決めるか」を決める
⑤ 「どのように決めるか」を決める

（a.全員の合意、b.多数決、c.多段階での多数決、d.スコア、e.評価）
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話し合いについて②
 熊平（2023）は、対話を、一人では変えられないことに対して異なる専門性や強みを持つ者同士が協働し、「ありたい未来を自分

たちの手で創り出す行為」に欠かせない手段としている。
 価値を生み出す「対話の5つの基礎力」として、①メタ認知、②評価判断の保留、③傾聴、④学習と変容、⑤リアルタイム・リフレク

ションを挙げるとともに、経験からより多くを学ぶための「リフレクションのレベル」として、リフレクションの対象（レベル）を➀出来事・結
果、②他者・環境、③自分の行動、④自分の内面とし、レベルが高いほど、より大きな変化を生む（学びにつながる）としている。

【対話の5つの基礎力】

自分の意見の背景を理解し、自己の内面をメタ認知する

(出所）熊平美香「ダイアローグ 価値を生み出す組織に変わる対話の技術」を基に作成

対話の特徴
• 自分の主張を変える/自分の主張は変わることを前提とする
• 参加するメンバーは傾聴と相互学習を重んじる

➀メタ認知

②価値判断の
保留

③傾聴

④学習と変容

⑤リアルタイム・リフレクション

自分の意見を横に置き、他者の意見に耳を傾ける

他者の意見の背景にある感情や価値観を理解する
（賛成する必要はない）

対話を通して何を学んだのか、自分の考えにどのよ
うな変化が起きたのかを明らかにする

自分の内面に起きていることをリアルタイムにリフレ
クション（内省・振り返り）することで、対話からより
多くを学ぶ

【経験から学ぶ「リフレクションのレベル」】

自分の
内面

自分の行動

他者・環境

出来事・結果

レベル４

レベル3

レベル2

レベル1

経験

感情 価値観意見

自分の意見がどのような経験、感情、価値観に
基づくものなのかを知ることで、

自分の内面をメタ認知することができる
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
対
象
（
レ
ベ
ル
が
高
い
ほ
ど
大
き
な
変
化
を
生
む
）
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心理的安全性について
 心理的安全性について、生徒指導提要は、「『無知、心配性、迷惑と思われるかもしれない発言をしても、この組織なら大丈夫
だ』と思える、発言することへの安心感を持てる状態」としている。

 また、Edmondson（2021）は、心理的安全性についての調査尺度や阻害要因・促進要因の例を示すとともに、例えば「自分の
意見は職場で価値を持っている」の調査項目に対し、「非常にそう思う」と答えた従業員が10人中3人から６人に増えることで、組織
は離職率を27％、安全に関する事故を40％減らし、生産性を12％高められるとの調査結果を示している。

【心理的安全性の調査尺度】
➀このチームでミスをしたら、決まって咎められる(R)、②このチームでは、メンバーが困難や難題を提起することができる、③このチームの人々は、他と違っていることを認めない(R)、④このチームでは、安心してリ
スクを取ることができる、⑤このチームのメンバーには支援を求めにくい(R)、⓺このチームには、私の努力を踏みにじるような行動を故意にする人は誰もいない、⑦このチームのメンバーと仕事をするときには、私な
らではのスキルと能力が高く評価され、活用されている ※(R)はリバース項目を意味し、肯定的に答えれば答えるほど、心理的安全性が低いことを表している

【心理的安全性の定義】

(出所）エイミー・C・エドモンドソン「恐れのない組織 「心理的安全性」が学習・イノベーション・成長をもたらす」を基に作成

【心理的安全性を阻害する対人関係リスクの例】 【心理的安全性の土台づくりの例】

• 「『無知、心配性、迷惑と思われるかもしれない発言をしても、この組織なら大丈夫だ』と思える、発言するこ
とへの安心感を持てる状態」（生徒指導提要）

• 「みんなが気兼ねなく意見を述べることができ、自分らしくいられる文化」 （Edmondson、2021）

 失敗、不確実性、相互依存を当たり前とし、
率直な発言の必要性を明確にする

 意見を募る仕組みやディスカッションのガイドラ
インを設ける

 傾聴し、受け容れ、感謝する

※「心理的安全性を確立するためのリーダーのツールキット」の一部

発言することによって、
 無能だと思われる不安
 無知だと思われる不安
 迷惑だと思われる不安
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「裁量的な時間」をはじめ柔軟な教育課程による余白
デジタル学習基盤をはじめとする基盤整備学びをデザインする高度専門職としての教師

総合的な勤務環境整備

総合

課題設定
の充実

小

中

高

「好き」を育み、「得意」を伸ばす × 当事者意識を持って、自分の意見を
形成し、対話と合意ができる

好
き
・
得
意
を
ベ
ー
ス
と
し
た

主
体
的
な
進
路
選
択
の
促
進

特別活動

児童生徒主体のルール
形成や学校生活改善、
行事の創造等の明確化
（みんなが学びやすいルールや環
境の構築を含む）

納得解を形成しようとす
ることの重要性の明文化
（安易な多数決の回避や少数意
見の吟味）

興味・関心が広がる
教材・学習方法の選択を促進

考え、議論する
道徳の徹底
（主体的な判断の
重要性、知・徳・体
の調和のとれた発達
に向けた、道徳的価
値の対立を乗り越え
る必要性や道徳的
実践の強調）

自分の意見を表現する活動の充実

探究的な要素を持つ学習活動の充実

各教科等 道徳

【各教科等での検討イメージ】

（興味・関心）

生きて働く「確かな知識」の習得

※本イメージ図は、自らの人生を舵取りする力と民主的で持続可能な社会の創り手育成という今般の検討の一部を資料化したものであり、学習指導要領の改訂に関わる全ての要素を網羅する性質のものではない

家庭学習の内容を自律的に決めら
れるような段階的指導
(家庭学習はじめ学習習慣の確立を含む)

他者と関わり協同する力の育成

障害や認知特性等
多様な実態を踏まえた調整

（教科等、家庭学習含む）

科学的知見も生かした
効果的な指導計画・授業方法
児童生徒の学習方略の指導

多様な子供を誰一人取り残さない
視点としての個別最適な学びと協
働的な学びの一体的充実

全ての活動の基盤としての
心理的安全性の確保

幼 言葉を用いて思考を深めていく指導

個
人
探
究

グ
ル
ー
プ
探
究

「主体的・対話的で深い学び」の実現を通じた
自らの人生を舵取りする力 民主的で持続可能な社会の創り手と 育成（今後の検討イメージ）

参照：令和7年9月25日
教育課程企画特別部会
論 点 整 理 p . 6
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現行指導要領における合意形成と意思決定のプロセスについて

 現行指導要領においては、「合意形成」と「意思決定」について、共通のプロセス（➀問題の発見・確認、➁解決方法等の話合い、
➂解決方法の決定、➃決めたことの実践、⑤振り返り）として整理している。

○高等学校における合意形成・意思決定のプロセス

参照：「学校文化を創る特別活動 ホームルーム活動のすすめ」 H30、8 国立教育政策研究所

○小学校における合意形成・意思決定のプロセス

参照：「みんなで、よりよい学級・学校生活をつくる特別活動 小学校編」 H30、7 国立教育政策研究所 120



2. 合意形成の原則：よりよい合意形成とは
原則：
・誰ひとり取り残さない。
・「私たち抜きに私たちのことを決めないでほしい。」

ジュアナ・ベンジャミン＝ベネディクト（南スーダンの医学生）の言葉。（朝日新聞グローブ、第339号
（2025年11月16日（日）、G2、『 [南スーダン]初めての選挙への期待は』より）

・実行に関わる全ての人が参加して、反対する人がいない決定を目指す。
猪原健弘、合意形成―実行までの速さ・実行の質―、教育小景、中等教育資料、2025年12月号、
文部科学省教育課程課 (編集)、学事出版、2025年11月28日発行、pp.2-3

・決定に影響を与え得る人、決定から影響を受ける人全てに参加してもらう。
・神/悪魔は細部に宿る。（合意形成の場の設計・運営には最善を尽くす。）

・合意形成の原則は「全員一致」（= 実行に関わるすべての人が参加して、反対する人がいない決定
=満足解、納得解、暫定解）を目指すこと。

・すべての参加者の許容範囲に入っていて、社会的効率性を満たし、決定後は参加者の意見や許容範
囲の変化に対して頑健な（実行のため、簡単には覆らない）決定を目指すこと。

そのために、
・実行に関わるすべての人の参加を促すこと。
・満足解、納得解、暫定解の発見のため、新しい案を創造すること。
・良好な人間関係の構築や相互理解を促進すること。
が重要である。

参考資料2 2025.2.16 第13期中央教育審議会 初等中等教育分科会
教育課程部会 第4回特別活動WG 発表資料

令和８年２月１６日
第４回特別活動W G
猪原委員ご発表資料
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4. いろいろな「決め方」

いろいろな「決め方」を知る、さらには、「決
め方」の決め方を考えることで、 「決め方」は
ひとつではないこと、「決め方」によって結果
が変わることを体験できる。

代表例：マルケビッチの例
（次ページ、参照）

これは、候補者5人、投票者55人の架空の
選挙の状況で、以下の5つの「決め方」の
当選者がすべて異なる、という例である。
・単純多数決
・上位2人の間での決選投票
・得票が少ない順に削除していく方法
・ポイント制（ボルダ・スコアリング）
・1対1の比較で負けない候補者

現実に使われている「決め方」の中にも
・認定投票
（参考：最高裁判所裁判官国民審査）

・国連安全保障理事会の決議のルール
（常任理事国に拒否権がある）

など、他のものがある。

合意形成できなかった場合に採用される案
（「不合意時採用案」（変更なし、前年踏襲な
ど））を、合意形成の初期段階で参加者全員で
設定することも重要である。これも合意形成の
一つである。

参考文献：Malkevitch, J. (1990), Mathematical Theory of Elections. 
Annals of the New York Academy of Sciences, 607: 89-97. 
https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1990.tb22748.x

参考資料4 (1/2)

『「ベスト」な「決め方」は存在しない』こと
も知られている。
（アローの不可能性定理：参考文献：Arrow, K.J. 
(1964), Social Choice and Individual Values, Second 
Edition, Cowles Foundation for Research in 
Economics at Yale University, Monograph 12, John 
Wiley & Sons, Inc., New York）
「決め方」（投票方式）は自分たちで選ぶ必要
があることを知ることができる。

2025.2.16 第13期中央教育審議会 初等中等教育分科会
教育課程部会 第4回特別活動WG 発表資料

令和８年２月１６日
第４回特別活動W G
猪原委員ご発表資料
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8. 少数意見の把握・可視化・吟味
• 認定投票を行うことで、各案を許容している人の数と、それらの人の許容範囲の広さ（許容している

案の数）の分布を把握でき、その大小によって案を次の4つに分類することができる。
• 最終的な投票のときだけではなく、合意形成の過程で何度か認定投票を行うことで、その時点での少

数意見の把握・可視化・吟味が可能となり、その結果を新しい案の創出に活かすことができる。

• 1と2はいずれも少数意見と考えられるが、合意形成のためには、許容範囲が小さい人が許容している案である1の方を注
意深く吟味する必要がある。

• 3と4はいずれも多数意見と考えられるが、合意形成のためには、許容範囲が小さい人が許容している案である3の方を注
意深く吟味する必要がある。

• 吟味の際には、許容範囲が小さい人の意見や意見の理由、および、そのような意見や意見の理由をもつことになった経緯
に注意しながら、新しい案の創造の可能性や、意見の変容・更新、許容範囲の拡大の可能性を探る。

• 2と4の案を許容している人の許容範囲の広さは、柔軟性によるとも、意見形成の不十分さによるとも考えられる。
• 案の内容や他の人の意見や意見の理由などの把握を通じて、意見や許容範囲が変容・更新される可能性を探る。

許容している人の数
少ない 多い

許容している人の
許容範囲の広さ

大きい

小さい
1. 少数意見

2. 少数意見

3. 多数意見

4. 多数意見

参考資料8 2025.2.16 第13期中央教育審議会 初等中等教育分科会
教育課程部会 第4回特別活動WG 発表資料

令和８年２月１６日
第４回特別活動W G
猪原委員ご発表資料
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令和８年２月１６日
第４回特別活動W G
今村委員ご発表資料
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令和８年２月１６日
第４回特別活動W G
今村委員ご発表資料
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□日仏の学級目標の決定プロセスの違い （京免, 2023）

共和国憲法などの法規

法令

校則

個人の考える規則

中学生礼儀作法憲章

学級生活憲章（学級目標） 日本国憲法などの法規

校則等

個人の生活欲求

学級目標

生徒会の目標

内面化

儀式的集団決定

合意形成
（直接民主制）

学校

国

生徒

学級

生徒代表
（間接民主制）

国

生徒

学級

学校

学校

自治的な
活動

自治

＜フランス：社会化＞ ＜日本：文化化＞

１．特別活動における合意形成の特徴

大人が定め
た枠組み

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ６ 日
第 ４ 回 特 別 活 動 W G
京免委員ご発表資料

126



□エンパシーで創る信頼社会としての学級（京免, 2025）

エンパシー
（認知的共感）

シンパシー
（感情的共感）

定義
・他者の感情や経験などを理解

する能力
・誰かの問題を理解して気にか

けていることを示す状態

特徴

・意図的に自分と他者との違い
を担保しながら、他者の視点を
取り、考え方や感情を推し量る

・相手がその感情を抱くように
なった理由を深く論理的に探
究する学習が必要

・一体感を得ることで快感をもた
らすが、特定帰属のみに依拠
すると排他主義的になる

・自分自身を他者に投影するた
め、他者の存在を利用して自
分を拡大するリスク

学級
状況

信頼社会

閉鎖性が弱く、情報の非対称性
が小さく、話合いで対立を乗り
越える「支え合う」関係

安心社会

・気の合う閉じた仲間内で固まり、
空気を読み、対立を回避する
「優しい」関係

１．特別活動における合意形成の特徴
令 和 ８ 年 ２ 月 １ ６ 日
第 ４ 回 特 別 活 動 W G
京免委員ご発表資料
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2．自治的な活動における子どもと教師の対話

教師同士
の対話と
合意形成

子ども同士
の対話と
合意形成

ヨコ軸
（水平）

ヨコ軸
（水平）

意見表明

タテ軸
（垂直）

声を聴き応答する

□各学校の特色に応じた「意見表明の機会」の確保

子どもと教師の対話と合意形成

令 和 ８ 年 ２ 月 １ ６ 日
第 ４ 回 特 別 活 動 W G
京免委員ご発表資料
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現行学習指導要領における特別活動の評価について
 評価基準の作成や、効果的な学習評価の参考となるよう、文部科学省 国立教育政策研究所から「評価の観点」、「内容のまとまりごと

の評価基準」の作成手順や、評価補助簿の例を示してきたところ。

１．「『評価の観点』、『内容のまとまりごとの評価基準』の作成手順」について

① 学習指導要領の「特別活動の目標」と改善等通知を確認する。

② 学習指導要領の「特別活動の目標」と自校の実態を踏まえ、改善
等通知の例示を参考に、特別活動の「評価の観点」とその趣旨を設定
する。

③ 学習指導要領の「各活動・学校行事の目標」及び学習指導要領
解説特別活動編（平成29年７月）（以下学習指導要領解説）で例示した
「各活動・学校行事における育成を目指す資質・能力」を参考に、各学
校において育成を目指す資質・能力を重点化して設定する。

④ 【観点ごとのポイント】を踏まえ、「内容のまとまりごとの評価基準」
を作成する。

２．「評価補助簿」の例（小学校、学級活動）
※「出典」小学校27頁、中学校27頁

※「出典」小学校50頁

「出典」
：「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」小学校 特別活動
：「『指導と評価の一体化』のための学習評価に関する参考資料」中学校 特別活動

※「改善等通知」は「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における児童生徒の学習評価及び
指導要録の改善等について（通知）」平成31年３月29日 初等中等教育局長通知を指す。

※内容のまとまりごとの評価基準等を踏まえ、機会を捉えて、顕著な事項を見取って記録した結果を一覧化する例として提示
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新たな観点別評価の方向性イメージ

評定せず評 定

知識・技能 思考・判断・表現

総括
(Ａ,Ｂ,Ｃ)

小学校３段階、中学校・高校５段階

(Ａ,Ｂ,Ｃ)

知識・技能
感性, 思いやりなど

思考・判断・表現 主体的に学習に
取り組む態度

目標準拠評価

総括
(Ａ,Ｂ,Ｃ) (Ａ,Ｂ,Ｃ)

個人内評価評 定
小学校３段階、中学校・高校５段階

見取る観点

観点別評価

評定への総括

観点別評価

評定への総括

(Ａ,Ｂ,Ｃ)

新

旧

見取る観点
学びに向かう力・

人間性

目標準拠評価 目標準拠評価

目標準拠評価 目標準拠評価

思考・判断・表現の過程で、「
初発の思考や行動を起こす力
・好奇心」「学びの主体的な調
整」「他者との対話や協働」が
特に表出した場合には、「思・
判・表」の観点別評価に「◯」
を付記する

個人内評価

総合所見欄等に反映

補足イメージ６－②令 和 7 年 9 月 2 5 日
教 育 課程 企 画特 別 部 会
論 点 整 理 p . 7 7
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【出典】OECD PISA2024 Managing screen time | OECD

 PISA2022では、OECD加盟国の３人に１人の生徒が授業中にデジタル機器の使用で注意散漫になるとの
調査結果。一方、日本では５%程度。

デジタル機器の使用で注意散漫にな
る

デジタル機器を使っている他の生徒に
気を取られる

PISA2022の結果（デジタル機器の使用と注意散漫との関係）
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学校教育法 関連部分抜粋
第21条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）第５条第２項に規定する目的を実現するため、
次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき
主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

教育基本法 関連部分抜粋
（教育の目的）

第１条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

（教育の目標）
第２条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、

勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

こども基本法 関連部分抜粋
（基本理念）

第３条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る

権利が等しく保障されるとともに、
教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保さ
れること。

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
五・六 （略）

子供の意見表明・社会参画に関する法令
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文部科学省が作成する「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進」に関する手引きでは、学校運
営協議会の運営に当たっては、子供の意見表明の機会を設けること等の重要性を明記。

学校運営協議会への子供の意見の反映について

出典：「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進（令和８年３月）」
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文部科学省が作成する「学校評価ガイドライン（H28年改訂）」では、自己評価において、児童生徒・保護者を
対象とするアンケート等を活用することを記載しているほか、学校が評価項目を検討する際の視点例として、

  「学校に対する児童生徒の意見」を挙げている。

２．学校評価の実施・講評
（１）自己評価

⑤ 自己評価の実施
○ 自己評価を行う上で、児童生徒、保護者、地域住民から寄せられた具体的な意見や要望、児童生徒による授業評価を含む、児童生徒、保護者、

地域住民に対するアンケート 等（外部アンケート等）の結果を活用する。 その際、集計・分析等に要する事務量にかんがみ、重点目標や
評価項目等との関連を図りつつ、適切な項目を設定して行うことが必要である。 なお、アンケート等の実施に当たっては、匿名性の担保に配慮する。

（略）
○ 自己評価は、各学校・地方公共団体の事情に応じて、教育活動の区切りとなる適切な 時期に行うことがふさわしいが、少なくとも１年度間に１回は

実施する。 また、中間的な評価を実施し、その結果について学校関係者評価を実施することなど を通じて、重点目標、評価項目・指標等をより
適切なものに見直すことが考えられる。 さらに、中間評価の結果を設置者に伝えることにより、必要な支援・援助を求めることも考えられる。

学校評価ガイドライン（抜粋）

【参考２－１】
〔評価項目・指標等を検討する際の視点となる例〕
■ 教育目標・学校評価
〇学校に対する児童生徒・保護者の意見・要望等の状況

・児童生徒・保護者の満足度の把握の状況
・教育相談体制の整備状況、児童生徒・保護者の意見や要望の把握・対応状況
・授業など学校に対する評価が実施されている場合、評価を行った児童生徒・保護者の匿名性の担保への配慮の状況
・(データ等)児童生徒・保護者による授業などに関する評価の結果

学習評価への子供の意見の反映について
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※１ 子供の意見聴取率は各都道府県域内を対象に、計画を策定しておりかつ、「計画を策定するにあたり、子供の意見を聴いていますか」という設問に対し、「はい」と回答した割合から算出。
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教育振興基本計画等を策定する際の子供の意見聴取率

子供の意見聴取率
平均値 20％
中央値 19％
（小数点第３位四捨五入）

出典：「教育行政に関する中長期的な計画の策定状況に関する調査（令和５年度間）～都道府県・政令市・その他自治体に関する結果【概要】～」

教育振興基本計画への子供の意見の反映について
47各都道府県ごとの、教育振興基本計画を策定している市区町村（中核市を含む）のうち、子供に意見聴取を行
っている市区町村（中核市を含む）は２割程度 （令和６年３月31日時点）

※２ 特定を避けるため横軸の番号と都道府県番号は一致させず、策定率を昇順で並び替えて、便宜的に付番。

聴取割合※１

都道府県※２
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三鷹市における児童生徒の意見を尊重した学校運営・教育活動の取組例

【教育委員会】

令和３年７月に「三鷹市公立学校の管理運営に関する規則」、「三鷹市小・中一貫教育校におけるコミュニティ・スクール委員会
に関する規則」を改正し、校長や教職員、コミュニティ・スクール委員会（学校運営協議会。以下、CS委員会）は児童生徒の意
見を聞く機会を積極的に設けなければならない旨を明文化。

〇子どもたちが学習用タブレット端末などデジタル機器の
より良い使い手となるために、児童生徒、教師、保護
者、地域の代表が集まり意見交換（熟議）を実施。

各学校での多様な取組が進展するとともに、CS委員会を通じて地域全体での意識の高まりが実現

〇三鷹市教育ビジョン2027（教育振興基本計画）
の策定にあたり各中学校の代表生徒と意見交換。

【CS委員会】
〇CS委員が児童生徒と直接対話する熟議の機会を積極的

に設定し、CS委員会の協議に反映。
〇子どもたちに育みたい資質・能力を踏

まえつつ、子どもたちに実施したアン
ケートも参考にして、子どもたちが発
表や作品展示をできる文化祭を地
域学校協働本部と連携して開催。
企画・準備・運営にも中学生が参画。

〇学校・家庭・地域それぞれが取り組むことを定めたアクショ
ンプランの改定にあたって子どもたちとの意見交換を実施し
反映するとともに、子どもの意見をもとにプランの愛称を決定。

【学校】
〇生徒会が中心となって「生活のきまり」
を見直し。

〇生徒会の提案によるカジュアルデー
（私服登校日）の実施。

〇生徒会（中学校）と児童会（小学校）が話し合い、
小・中交流や小・中連携での企画の実施。

〇児童の話し合いにより年度ごとの学校テーマを設定。

〇児童の意見を基にした学校の周年行事の企画。

〇学校行事の内容や運営方法への児童生徒の意見を反映。

〇委員会活動、クラブ活動における児童生徒の発案によ
る主体的な取組の実施。

実現した取組の例

令 和 7 年 9 月 2 5 日
教 育 課 程 企 画 特 別 部 会
論点整理 参考資料 p.37
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